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第２節 情報活動計画 

 

津波発生時における、津波情報、被害発生情報等は、応急活動を効果的に実施するためにも重

要であり、情報の収集、連絡を迅速かつ効果的に行い、被害規模の早期把握に努める。 

具体的な計画については、第２編第２章第３節「防災気象情報の伝達計画」に準ずる。 

なお、気象庁から発表される津波予報、津波に関する情報については次のとおりである。 

 

１ 津波に関する情報 

(1) 大津波警報・津波警報・津波注意報 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに沿

岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波

警報又は津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を津波予報区単位で発表す

る。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。

ただし、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい

地震の規模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海域に

おける最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津

波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて

発表し、非常事態であることを伝える。予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発

表した場合には、その後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、

津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ（注）等 

津波警報等 
の種類 

発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と取る
べき行動 

数値での発表  
（予想される津波の高さ
の予想の区分） 

巨 大 地
震 の 場
合の 
発表 

大津波警報 
 

予想される津
波の最大波の
高さが高いと
ころで 3m を
超える場合 

10m 超 
（10m＜予想される津波の

最大波の高さ） 

巨大 

木造家屋が全壊・流失
し、人は津波による流
れに巻き込まれる。沿
岸部や川沿いにいる人
は、ただちに高台や津
波避難ビルなど安全な
場所へ避難する。警報
が解除されるまで安全
な場所から離れない。 
 

10m 
（5m＜予想される津波の
最大波の高さ≦10m） 

5m 
（3m＜予想される津波

の最大波の高さ≦5m） 
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津波警報 

予想される津
波の最大波の
高さが高いと
ころで 1m を
超え、3m 以下
の場合 

3m 
（1m＜予想される津波

の最大波の高さ≦3m） 
高い 

標高の低いところでは
津波が襲い、浸水被害
が発生する。人は津波
による流れに巻き込ま
れる。沿岸部や川沿い
にいる人はただちに高
台や津波避難ビルなど
安全な場所へ避難す
る。警報が解除される
まで安全な場所から離
れない。 

津波注意報 

予想される津
波の最大波の
高さが高いと
こ ろ で 0.2m 
以上、1m 以下
の場合であっ
て、津波によ
る災害のおそ
れがある 
場合 

1m 
（0.2m≦予想される津波
の最大波の高さ≦1m） 

（表記し
ない） 

海の中では人は速い流
れに巻き込まれ、ま
た、養殖いかだが流失
し小型船舶が転覆す
る。海の中にいる人は
ただちに海から上がっ
て、海岸から離れる。
海水浴や磯釣りは危険
なので行わない。注意
報が解除されるまで海
に入ったり海岸に近付
いたりしない。 

※大津波警報を特別警報に位置づけている。 

注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波

がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

イ 津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合

わない場合がある。 

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新する場

合もある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。こ

のうち、津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断した場合

には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや

留意事項を付して解除を行う場合がある。 

・どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、市は、

高齢者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。また、緊急安全確保は

基本的には発令しない。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。 

 

(2) 津波情報 

ア 津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想

される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 
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津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 
津波到達予想時刻・予想される 
津波の高さに関する情報（注
１） 

各津波予報区の津波の到達予想時刻（注２）や予想される
津波の高さ（発表内容は「津波警報・注意報の種類と発表
される津波の高さ等」の表に記載）を発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想 
時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（注３） 

沖合の津波観測に関する情報 
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から
推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単
位で発表（注４） 

（注１）「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は、ＸＭＬ電文では「津波

警報・注意報・予報」（VTSE41）に含まれる。 

（注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する時 

    刻である。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくることも

ある。 

（注３）津波観測に関する情報の発表内容について 

   ・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測された

最大波の観測時刻と高さを発表する。 

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、

観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が

到達中であることを伝える。 

（注４）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

 ・沖合で観測された津波の第一波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大

波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定され

る沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波

予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を

考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表

中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観

測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波

が到達中であることを伝える。 

予報区単位で発表する。沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報 
1m 超 数値で発表 
1m 以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2m 以上 数値で発表 
0.2m 未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小 
さい場合は「微弱」と表現） 
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沖合で観測された津波最大波（観測値及び沿岸での推定値（注））の発表内容 

発表中の津波警報等 沿岸で推定される津波の高

さ 

発表内容 

大津波警報 

3m 超 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

3m 以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表 

津波警報 

1m 超 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

1m 以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

（注）沿岸から距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付が難しい 

ため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測 

中」の言葉で表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

イ 津波情報の留意事項等 

① 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ

津波予報区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては 1時間

以上遅れて津波が襲ってくることがある。 

・津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局

所的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

➁ 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合

がある。 

➂ 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第一波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数

時間以上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達している

おそれがある。 

④ 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸では更に高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に

津波が到達するまで 5分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、

情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。 
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(3) 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波

予報で発表する。 

津波予報の発表基準と発表内容 

（注）「0.2m 未満の海面変動が予想されたとき」又は「津波警報等の解除後も海面変動が継続す

るとき」に発表する津波予報は、ＸＭＬ電文では「津波警報・注意報・予報」（VTSE41）で発表

される。 

(4) 津波警報等の伝達系統図 

 

注１） 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に

基づく法定伝達先。  

注２） 二重線の経路は、気象業務法第 15 条の２によって、特別警報の通知もしくは周知

の措置が義務づけられている伝達経路 

注３） 長崎地方気象台からの伝達は、長崎県が含まれる長崎県西方、壱岐･対馬、有明･八

  発 表 基 準  発 表 内 容 

津 

 

波 

 

予 

 

報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 

津波の心配なしの旨を発表 

０．２ｍ未満の海面変動が予想されたとき

（注）（津波に関するその他の情報に含めて

発表） 

高いところでも０．２ｍ未満の海面変

動のため被害の心配はなく、特段の防

災対応の必要がない旨を発表 

津波警報の解除後も海面変動が継続するとき

（注）（津波に関するその他の情報に含めて

発表） 

津波に伴う海面変動が観測されてお

り、今後も継続する可能性が高いた

め、海に入っての作業や釣り、海水浴

等に際しては十分な留意が必要である

旨を発表 
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代海の予報区に対して発表された場合。 

注４） 緊急速報メールは、大津波警報・津波警報が発表されたときに、携帯電話事業者を

通じて関係するエリアに配信。 

２ 情報の収集、連絡 

 (1) 被害状況及び災害応急対策に関する情報 

   収集、伝達すべき情報の主なものは次のとおりとする。 

  ア 緊急要請事項 

  イ 火災の発生状況と延焼拡大状況 

  ウ 観光客等の状況 

  エ 避難状況 

  オ 避難所の設置状況 

  カ 災害応急対策実施状況 

  キ 生活必需物資の在庫及び供給状況 

  ク 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施設及び病院の活動状況 

  ケ ガス、水道、電気等生活関連施設の状況 

  コ 復旧見込み等 

  サ 被害状況 

  シ 交通規制等道路交通状況 

  ス 自衛隊活動状況 

  セ 避難の指示又は警戒区域設定状況 

  ソ 避難生活の状況 

  タ 緊急輸送実施状況 

  チ 物資の価格、役務の対価動向 

 (2) 情報収集 

   市は、通信手段を確保するとともに、情報収集・伝達要員を24時間体制で確保して、迅速

かつ適切に情報収集に努める。 

  ア 市災害対策本部は、防災行政無線、消防無線及び自主防災組織を通じるなど、市におけ

る情報収集手段を用いながら迅速な情報の収集に努める。 

  イ インターネットを活用し、広く情報を収集していく。 

 (3) 津波発生直後の情報等の収集、連絡 

市は、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災の発生状況等の情報を収集するととも

に、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

また、大規模地震が発生した場合には、佐賀県玄海原子力発電所の被害情報を関係機関と

連携して収集し、必要に応じ、住民へ周知する。 

なお、情報の収集にあたっては、原子力安全・保安院及び九州電力（株）等の情報提供に

十分留意するものとする。 

 (4) 応急対策活動情報の収集、連絡 
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  ア 市は、県に応急対策の活動状況、災害対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性を連

絡する。 

  

 イ 市は、県及び関係機関と連携し、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な

情報交換を行う。 

  ウ 主な情報及び要請すべき事項 

   (ア) 緊急要請事項 

   (イ) 被害状況 

   (ウ) 市の災害応急対策実施状況 
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節 節    名 
基 本 計 画 編

参 照 ペ ー ジ 
各 節 の 使 用 方 法           

第３節 災害広報計画 260 
「第２編 基本計画編 第６節 

災害広報計画」を使用する。 

第４節 自主防災活動 708 
「第３編 地震対策編 第４節 

自主防災活動」を使用する。 
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第５節 避難収容計画 

 

津波発生時においては、迅速かつ的確な避難活動を行う必要があるため、市は、避難のための

可能な限りの措置をとることにより、生命、身体の安全の確保に努める。その際、避難行動要支

援者についても十分考慮する。 

具体的な計画については、第２編第２章第11節「避難収容計画」に準ずる。ただし、次の事項

については、特に留意して対策を推進する。 

 

１ 津波の避難対象地域 

津波時における避難対象地域は、津波による浸水被害の発生が予測され、避難を必要とする

地域であり、東海地震、東南海地震、南海地震、日向灘地震が連動する海溝型地震（以下「４

連動の地震」という。）が発生した場合の津波浸水予測図【既往最大潮位の防潮施設等が機能

しない場合】により、津波による浸水が予測されている地域とする。 

※ 既往最大潮位：各検潮所で、潮位の観測開始から現在までの期間に記録された最高の潮位。 

 

２ 避難指示等 

 (1) 津波災害の避難指示等の発令基準 

避難指示等は以下の長崎地方気象台基準を参考に、現地からの報告等を含めて判断し、発

令する。 

また、強い地震（震度４程度以上）を覚知した場合には、津波警報等の情報が入手できない

場合にも、直ちに避難指示を行う。 

 現地情報等による基準 

避
難
指
示 

①震度４程度以上の地震が発生した場合 

②津波警報が発表される。 

③大津波警報が発表される。 

④津波災害が発生するおそれがある。 

解
除 

○津波警報が解除される。 

○現地調査を行い、安全が確認される。 

 

３ 津波からの避難 

 (1) 市民等の避難行動 

津波からの避難について、避難対象地域内の市民等は、津波浸水予測地域外の避難所、一時

避難場所又は高台等の安全な場所（地域）へ迅速に避難することを基本とします。 

ただし、津波浸水予測地域内で、津波からの避難が遅れた市民、救助活動に従事する者又は

避難行動要支援者等が、津波浸水予測地域の外へ避難する時間的猶予がない場合等は、近くの
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高台、堅牢な高い建物、あるいは高い建物等に一時的に緊急避難を行う。 

ア 津波注意報発令時 

津波注意報が発表された場合、市民及び観光客等は、迅速に海岸付近から退避するもの

とし、沿岸地域の市民等は、海岸付近に近付かないようにするとともに、市及び報道機関

等からの情報を収集する等、迅速に緊急避難ができるよう警戒体制を図る。 

イ 津波警報発令時 

（ア）地震の揺れを伴わない場合（遠地での地震の場合） 

遠地での地震発生等、本市において地震の揺れを伴わない場合については、基本的に堤

防等により津波をくい止めることができますが、海岸付近にいる市民及び観光客等は、迅

速に退避するものとし、沿岸地域の市民等は、海岸付近に近付かないようにするとともに、

市及び報道機関等からの情報を収集する等、迅速に緊急避難ができるよう警戒体制を図る。 

（イ）強い地震又は長時間のゆっくりとした揺れを伴った場合 

本市において、強い地震又は長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合については、避

難対象地域内の市民等は、原則として、津波浸水予測地域外の安全な場所へ迅速に避難す

る。 

ウ 津波警報（大津波）発令時  

津波警報（大津波）発表時においては、堤防等を乗り越えることも予想されることから、

地震の揺れの有無に関わらず、避難対象地域内の市民等は、原則として、津波浸水予測地

域外の安全な場所へ迅速に避難するものとします。 

区 分  市民等の基本的な行動 

津波注意報発令時 
・海岸付近にいる市民及び観光客等は、迅速に海岸付近から

退避する。 

津波警報

（津波）

発令時 

地震の揺れを伴

わない場合 

・沿岸地域の市民等は、海岸付近に近付かないようにする。 

・市及び報道機関等からの情報を収集する等、迅速に緊急避

難ができるよう警戒体制を図る。 

強い地震又は長

時間のゆっくり

とした揺れを伴

った場合 

・避難対象地域内の市民等は、原則として、津波浸水予測地

域外の避難所、一時避難場所、公園、広場又は高台等の安全

な場所（地域）等へ迅速に避難する。 

津波警報（大津波）発令時 

 

４ 避難所の開設 

市は、津波による被害から市民等の安全を守るため、第一次的な措置として、原則、海抜５

ｍ以上高さのある避難所を開設するものとします。 

 

５ 避難誘導体制 
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市は、市民等が安全かつ迅速に避難ができるよう、警察、消防及び消防団等の関係機関と連

携し、避難誘導にあたる。 

ただし、市及び関係機関の誘導だけでは限界があるため、地域の自主防災組織等は、避難行

動要支援者も含め、地域でまとまった避難の実施に努める。 
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第６節 自衛隊災害派遣要請計画 216 
「第２編 基本計画編 第２節自衛隊

災害派遣要請計画」を使用する。 

第７節 緊急輸送活動 338 
「第２編 基本計画編」を使用

する。 

第８節 広域応援活動 710 
「第３編 地震災害対策編 第７節 

広域応援活動」を使用する。 

第９節 災害の拡大防止活動 713 
「第３編 地震災害対策編 第８節 

災害の拡大防止活動」を使用する。 

第10節 災害救助法の適用 288 
「第２編 基本計画編」を使用する。 

第11節 遺体捜索及び収容埋葬計画 323 

第12節 食料供給計画 326 

第13節 衣類及び生活必需品供給計画 328 

第14節 給水計画 330 

第15節 
応急仮設住宅及び住宅の応急修理

計画 
332 

第16節 保健衛生計画 335 

第17節 救急医療対策計画 370 

第18節 福祉に係る対策 720 
「第３編 地震災害対策編 第18節 

福祉に係る対策」を使用する。 

第19節 応急教育活動 397 

第20節 ライフライン施設応急対策 365 
「第２編 基本計画編」を使用する。 

第21節 自発的支援の受入れ 405 
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第３節 林野火災対策計画 
 本庁（総務課・農林整備課・水産

課・消防本部） 

 支所（地域振興課） 

 

第１ 災害予防計画 

林野火災は、ひとたび発生すると地形、水利、交通等の関係から消火作業は困難を極め、大規

模火災となるおそれがある。このため、林野火災対策計画を策定し、火災の未然防止と被害の軽

減に努める。 

１ 一般入林者対策 

ハイキング、山菜採取等の入林者への対策として、次の事項を実施する。 

(1) タバコ、たき火の不始末による出火の危険性について、新聞、テレビ、ラジオ、標語、

ポスター、広報車、掲示板等を活用するとともに、関係機関の協力を得ながら広く周知す

る。 

(2) 入林の許可・届出等について指導する。 

(3) 火災警報発令又は気象条件の急変条件の際は、必要に応じて入林の制限を実施する。 

(4) 観光関係者による予防意識の啓発を図る。 

２ 火入れ対策 

林野火災危険期間（おおむね３月～６月）中の火入れは極力避けるようにするとともに、火

入れを行おうとする者に対して次の事項を指導する。 

(1) 森林法及び市の条例の規定に基づく、市長の許可を取得させ、火入れ方法を指導し、許

可附帯条件を遵守させる。 

(2) 火災警報発令又は気象状況急変の際は、一切の火入れを中止させる。 

(3) 火入れ跡地の完全消火を図り、責任者に確認させる。 

(4) 火入れに該当しないたき火等の焼却行為についても、特に気象状況に十分留意するよう

指導する。 

３ 消火資機材等の整備 

林野火災消火資機材等は、地域に適合した機材を配備し、常に緊急時に対処できるよう整備

点検する。 

４ 気象情報対策 

林野火災の発生及び広域化は、気象条件が極めて大きな要因であるため、次により気象予警

報の迅速な伝達を行い、林野火災の予防に万全を期する。 

(1) 火災気象通報 

火災気象通報は、気象官署が発表及び終了の通報を行うものとする。 

なお、火災気象通報の発表基準は、第２編第２章第３節「防災気象情報の伝達計画」を参

照のこと。 

(2) 伝達系統 

通報を受けた場合は、通報内容及びとるべき予防対策等を、消防機関、長崎森林管理署へ
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通報するとともに、一般市民に周知徹底を図る。 

また、市長は、火災気象通報の通報を受けたとき、又は気象の状況により林野火災発生の

危険性があると認めたときは、消防法第22条に基づき火災警報を発令する。 

火災気象通報の伝達系統は、次のとおりである。 

 

 

 

第２ 災害応急対策計画 

気象状況等により、林野火災発生のおそれがある場合においては、広報等により市民等の注意

を喚起する。 

また、林野火災発生時においては、関係機関が連携して、初期消火、延焼拡大防止に努めると

ともに、速やかな情報の収集、状況分析を行い、必要に応じて、広域航空応援等の要請等、迅速

かつ的確な消防活動を行う。 

このほか、林野火災により荒廃した箇所において、二次災害の防止を図る。 

１ 情報連絡体制の確保 

(1) 災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

(2) 災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡す

る。 

(3) 相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

情報通信連絡系統 

 

 

 

 

２ 災害広報の実施 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るた

め、被災者の家族等、地域住民等に対して行う広報は、第２編第２章第６節「災害広報計画」

の定めるところによるほか、次により実施する。 

(1) 被災者の家族等への広報 

市及び消防本部は他の関係機関と連携を図りながら、被災者の家族等からの問い合わせな

どに対応できる体制を整えるほか、被災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、き

め細かく、適切に提供する。 

長崎県 平戸市 

森林管理署 

県北振興局 
国 

（総務省消防庁） 
発見者等 

消 防 本 部 
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ア 災害の状況 

イ 家族等の安否情報 

ウ 医療機関等の情報 

エ 関係機関の実施する応急対策の概要 

オ その他必要な事項 

(2) 地域住民等への広報 

市及び消防本部は他の関係機関と連携を図り、報道機関を通じ、又は広報車の利用等によ

り、次の事項についての広報を実施する。 

ア 災害の状況 

イ 被災者の安否情報 

ウ 医療機関等の情報 

エ 関係機関の実施する応急対策の概要 

オ 避難の必要性等、地域に与える影響 

カ その他必要な事項 

３ 応急活動体制の確立 

円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、第２編第２章第１節「平戸市災害対策本部」の定

めるところにより応急活動体制を確立するとともに、必要に応じて現地対策本部を設置し、災

害応急対策を実施する。 

４ 消防活動 

市及び消防本部は、人命の安全確保と延焼防止を基本として、次により消防活動を実施する。 

(1) 林野火災防御図の活用、適切な消火部隊の配置、関係機関の出動協力等により、効果的

な地上消火を行う。 

(2) 住家への延焼拡大の危険性がある場合、林野火災が広域化する場合等には、第２編第２

章第27節「県防災ヘリコプターの出動要請」に基づく県防災ヘリコプターの要請等により空

中消火を実施する。 

(3) ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、空中消火薬剤の備蓄に努めると

ともに、ヘリポートの適地をあらかじめ選定しておく。 

５ 避難措置 

人命の安全を確保するため、第２編第２章第11節「避難収容計画」の定めるところにより、

必要な避難措置を実施する。 

６ 交通規制の実施 

災害の拡大防止及び交通の確保のため、第２編第２章第20節「緊急輸送計画」の定めにより

必要な交通規制を実施する。 

７ 自衛隊派遣要請 

第２編第２章第２節「自衛隊災害派遣要請計画」の定めるところにより、林野火災の規模や

収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、自衛隊に対し災害派遣を要請する。 

８ 広域応援要請 
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災害の規模により市単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第３編第２章第７

節「広域応援計画」の定めるところにより、他の消防機関、近隣市町、他都府県及び国へ応援

を要請する。 

９ 二次災害の防止活動 

  林野火災により、荒廃した箇所においては、その後の降雨等により、倒木の流下、山腹・斜

面の土砂崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性があり、これらによる二

次災害から市民を守るための措置を講ずる。 

 

 

 



 □5  第４節 海上災害対策計画  

〔平戸防〕                                    911 

第４節 海上災害対策計画 
 本庁（総務課・農林課・水産課・

建設課） 
 支所（地域振興課） 

 

第１ 災害予防計画 

船舶の衝突、乗揚げ、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、

行方不明者、死傷者等が発生し、又はまさに発生しようとしている場合及び船舶からの油等の大

量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等の発生又はまさに発生しようとしている場合に、

早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図るため、各種対策を講ずる。 

１ 災害予防体制の確立 

市及び消防本部は関係機関と連携を図り、それぞれの組織を通じて相互に協力し、海難の発

生を未然に防止し、又は被害を軽減するため必要な予防対策を実施する。 

(1) 迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図る。 

(2) 海難発生時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信

設備の整備・充実に努める。 

(3) 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備する。 

(4) 海難発生時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行う等、平常時から関

係機関相互の連携体制の強化を図る。 

(5) 海難発生時の救急・救助、救護に備え、資器材等の整備促進に努める。 

(6) 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機

関との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずる。 

(7) 船舶所有者及び船長に対し、次により気象情報の把握に努め荒天に際しては、早期避難、

避泊を図ることを指導するとともに、漁業協同組合に対し、気象情報の常時把握と組合員に

対する迅速な伝達組織の確立を図ることを指導する。 

ア 漁業気象通報及び天気予報等の放送を聴取し、周辺海域の気象状況の把握に努める。 

イ 漁業無線局の気象情報は、各出漁船に対し、最も適切にその状況を伝えるので、必ず聴

取するとともに、海上保安部・署からの荒天に対処する警告指導が出た場合は、速やかに

適切な措置を講ずる。 

(8) 法令の定めるところにより適切な予防対策を講ずるほか、船舶所有者及び乗組員に対し

次の事項を指導する。 

ア 船体、機関、救命設備（救命用具、信号用具、消防設備等）及び通信施設の整備 

イ 気象状況の常時把握と適正な準備体制の確立 

ウ 漁船乗務員の養成と資質の向上 

エ 小型漁船の集団操業の励行と相互救護体制の強化 

オ 海難防止に対する意識の高揚 

２ 流出油等災害予防対策 

市及び消防本部は関係機関と相互に協力し、海難事故による油等の海上流出等を未然に防止

し、又は被害を軽減するため前記１に加え、特に以下の点に留意しながら予防体制の確立を図
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る。 

(1) 海上保安部・署から流出油等の通報を受け、又は自ら発見したときは、港内等への流入

を防止するため警戒体制に入り、何時でも流入防止対策が講じられるよう措置するとともに、

必要に応じ、市対策本部を設置する。 

(2) 前項の港内等への流入を防止することができない場合又は、防止の猶予がなく、港内等

へ流入し漂流、漂着した場合には、時間の経過、あるいは、気温の上昇により、汚染範囲が

拡大し、作業が困難となるので、直ちに拡散防止に努めるとともに防除作業を行う。 

防除作業の基準は、次の要領で実施する。 

ア 定置網、養殖施設等に付着した油の防除、清掃等は、原則として当該経営者が行う。 

イ 部分的に、少量の流出油等の防除は、関係者が自主的に行う。 

ウ 油等の大量流出等に備え、消防艇、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス等の資器材

の整備促進に努めるとともにその整備状況等について関係機関と情報を共有する。 

エ 油類積載船舶の接岸荷役の安全を確保するため、岸壁及びその附属施設等の改修、岸壁

水深の維持に努める。 

オ 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。 

カ 船舶所有者等、漁業協同組合に対し、荷役について次のとおり指導する。 

(ア) 荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとで行う。 

(イ) 消火器具の配備 

(ウ) 油流出事故の予防対策及び化学消火剤等の配備 

(エ) 立入禁止、火気厳禁の標示の徹底 

キ 入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認め

られる資料及び情報について関係機関と相互に交換する。 

ク 関係者だけで防除、清掃が困難と認められる場合には、市で実施し、大量にて時機を失

すると、二次汚染のおそれがあり、市単独では、困難と認められる場合には、県及び隣接

市町への応援要請を行う。 
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流出油等による沿岸汚染状況の通報、連絡等の系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指示、通報、連絡） 

汚染発見者  

中 継 通 報 受 理 機 関 

 
漁 協 

平 戸 市 県(局、地方局) 

県  警  察 消防本部 

汚染状況監視 海
上
保
安
部

・
署 

汚染状況通知 

沿岸海域の監視 

及び通報による 

汚染状況調査 

著しい汚染のと 

き汚染状況を関 

係市町へ通知す 

る。  

通知を受けた 

課から庁内関 

係各課へ通知 

汚染が数市町 

に及び、被害 

甚大な場合、 

また、必要に 

応じ県災害対 

策本部を設置 

県

（
県
警
察
を
含
む
） 

あらかじめ協議 

会を開き関係者 

の意見を聴し、 

沿岸汚染防止計 

画を定めてお  

く。 

平 

戸 

市 

関係機関へ通知 

必要に応じ、警 

戒体制、あるい 

は平戸市災害対 

策本部を設置 

流出油の流入防止、防除作業 

港内（湾内）への流入を防止する。 

流出油の防除実施 

定置網養殖施設の汚染防止及び除去作 

業は次による。 

(1) 原因者及び関係者 

(2) 付近市民（沿岸漁民） 

(3) 漁協等の関係団体 

(4) 平戸市 

(5) その他の団体 

  隣 接 市 町 

  海上保安部・署 

  県 

  自  衛  隊 

通 報 

通 知 

(注) 通報に当たっては 

汚染発見の日時、場所、油の量、広が 

りの状況、排出した船舶名等を速やかに 

通報するよう、かねてから指導しておく 

こと。 

通 報 

通 

報 
通 知 
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第２ 災害応急対策計画 

海上災害発生時には、船舶やヘリコプターを活用して一刻も早く乗客・乗員のもとにかけつけ

捜索・救助活動を開始することが必要である。そのためには、基本的かつ的確な情報収集に努 

め、県及び防災関係機関に速やかに連絡する。また、流出油あるいは燃料への引火、炎上等の二

次災害の発生にも備え、被害軽減のための体制を確立する。 

１ 災害応急体制の確立 

市は関係機関と連携を図り、人命救助を第一に必要な応急対策を講ずる。 

(1) 情報通信 

市は、情報収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、

情報の共有化、応急対策の調整等を行う。 

情報通信連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 広 報 

海難発生時の広報は、第２編第２章第６節「災害広報計画」の定めによるほか、次により

実施する。 

ア 被災者の家族等への広報 

被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に役

立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

(ア) 海難の状況 

(イ) 家族等の安否情報 

(ウ) 医療機関等の情報 

(エ) 関係機関の応急対策に関する情報 

(オ) その他必要な事項 

イ 旅客及び地域住民等への広報 

報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により次の事項について広報を

実施する。 

(ア) 海難の状況 

(イ) 旅客及び乗組員等の安否情報 

遭難船舶、所有者等 平戸海上保安署 長   崎   県 

九 州 運 輸 局 

国(総務省消防庁) 

長 崎 県 警 察 

関係機関・団体 

県北振興局 

平 戸 市 

（消防機関） 
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(ウ) 医療機関等の情報 

(エ) 関係機関の応急対策に関する情報 

(オ) その他必要な事項 

(3) 応急活動体制の確立 

円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、第２編第２章第１節「平戸市災害対策本部」の

定めにより応急活動体制を確立するとともに、必要に応じて現地対策本部を設置し、災害応

急対策を行う。 

(4) 捜索活動 

海難船舶の捜索活動は、関係機関が相互に密接に協力のうえ、それぞれ船舶・ヘリコプタ

ーなどを活用して行う。 

(5) 救助・救出活動 

海難発生時における救助・救出活動については、第２編第２章第12節「救出計画」の定め

によるほか、次により実施する。 

ア 遭難船舶を認知したときは、海上保安部及び警察署に連絡するとともに、直ちに現場に

臨み、救護措置を行う。 

イ 救護のため必要があるときは、市民を招集し、船舶、車馬その他の物件を徴用し、又は

他人の所有地を使用し、救助の指揮を行う。 

２ 流出油等災害応急対策 

海上における油流出等の災害が発生した場合は、乗客・乗員の安全確保を第一に、環境への

影響を最小限におさえるため、特に次の点に留意しながら関係機関と協力し必要な応急対策を

講ずる。 

(1) 災害広報 

油等大量流出事故災害時の広報は、第２編第２章第６節「災害広報計画」の定めによるほ

か、次により実施する。 

ア 旅客及び地域住民等への広報 

市は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、旅客及び地域住

民に対して次の事項について広報を実施する。 

 (ア) 油等大量流出事故災害の状況 

 (イ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

 (ウ) 海上輸送復旧の見通し 

 (エ) 避難の必要性等、地域に与える影響 

 (オ) その他必要な事項 

(2) 流出した油等の拡散防止及び回収除去活動 

事故の原因者等は、速やかに平戸海上保安署に通報するとともに、排出油の防除活動を実

施する。 

市は、油流出等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力のうえ、必要に

応じて、流出油等の防除、環境モニタリング等必要な措置を講ずる。 
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   防除措置を実施するに当たっては、必要な資器材を迅速に調達し、流出油等による被害の

軽減に努める。 

 

(～1000) 





�
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１ 防災関係機関及び関係条例等 

 

１－１ 防災関係機関一覧表 

 

機  関  名 住    所 電話番号 

国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 長崎市宿町316-1 095-839-9211 

長崎県危機管理課 長崎市江戸町2-13 095-824-1111 

長崎県県北振興局 佐世保市木場田町3-25 0956-23-4211 

長崎県県北振興局田平土木維持管理事務所 平戸市田平町山内免808 0950-57-0562 

長崎県県北保健所 平戸市田平町里免1126-1 0950-57-3933 

平戸警察署 平戸市岩の上町1462 0950-22-3110 

日本郵便株式会社 平戸郵便局 平戸市築地町499-1 0950-22-2245 

佐世保海上保安部 佐世保市千尽町4-1 0956-33-4999 

平戸海上保安署 平戸市岩の上町1529-2 0950-22-3997 

長崎地方気象台 長崎市南山手町11-51 095-811-4862 

九州電力送配電(株)平戸配電事業所 平戸市岩の上町1502-2 0120-986-939 

一般社団法人 平戸医師会 (柿添病院) 
平戸市浦の町 748 番地 1 ﾀｳﾝ

ｺｰﾄｲｾﾘ１階 0950-23-2151 

(社)長崎県トラック協会 北松支部所属  

(北松通運(株)管理部) 
平戸市田平町山内免218-1 0950-57-1313 

(社)長崎県バス協会 

(西肥自動車(株)平戸営業所) 
平戸市大久保町1256-2 0950-22-3171 

㈱NTT ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ九州支店 長崎営業所 
長崎市金屋町4-15 NTT金屋

ビル６F 
095-893-8059 

長崎県水難救済会 長崎市旭町8-8 095-861-3303 

自衛隊長崎地方協力本部佐世保出張所 佐世保市木場田町2-19 0956-23-1231 

平戸市消防本部 平戸市岩の上町733-1 0950-22-3167 

竹山運輸 有限会社 平戸市度島町1652 0950-25-2011 

日本赤十字社 長崎県支部 平戸地区  

(社会福祉法人 平戸市社会福祉協議会) 
平戸市岩の上町1466 0950-22-2180 

松浦鉄道 株式会社 佐世保市白南風町1-10 0956-25-3900 

社団法人 長崎県ＬＰガス協会 平戸支部 平戸市 － 
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１－２ 防災会議委員名簿 

条例該当 No. 機関及び職名 住所 備考

会長 1 平戸市長 平戸市岩の上町1508番地３

2
国土交通省　九州地方整備局
長崎河川国道事務所　技術副所長

長崎市宿町316番地１

3
気象庁　長崎地方気象台
次長

長崎市南山手町11番51号

4 平戸海上保安署長 平戸市岩の上町1529番地２

第2号 5
陸上自衛隊第16普通科連隊
重迫撃砲中隊　中隊長

大村市西乾馬場町416

6 県北振興局次長兼建設部長 佐世保市木場田町３番地25

7 県北振興局農林部長 佐世保市木場田町３番地25

8 県北振興局保健部長兼県北保健所長 平戸市田平町里免1126番地１

第4号 9 平戸警察署長 平戸市岩の上町1462番地

10 平戸市副市長 平戸市岩の上町1508番地３

11 平戸市総務部長 平戸市岩の上町1508番地３

12 平戸市財務部長 平戸市岩の上町1508番地３

13 平戸市福祉部長 平戸市岩の上町1508番地３

14 平戸市文化観光商工部長 平戸市岩の上町1508番地３

15 平戸市農林水産部長 平戸市岩の上町1508番地３

16 平戸市建設部長 平戸市岩の上町1508番地３

17 平戸市市民生活部長 平戸市岩の上町1508番地３

18 平戸市大島支所長 平戸市大島村前平1840番地１

19 平戸市水道局長 平戸市築地町536番地１

第6号 20 平戸市教育長 平戸市田平町里免27番地１

【任期：令和５年10月１日～令和７年９月30日】

第1号

第3号

第5号
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条例該当 No. 機関及び職名 住所 備考

21 平戸市消防長 平戸市岩の上町733番地１

22 平戸市消防団長 平戸市岩の上町733番地１

23 (株)ＮＴＴﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ長崎設備部　設備部長 長崎市金屋町4-15　NTT金屋ビル６F

24 九州電力送配電(株) 平戸配電事業所長 平戸市岩の上町1502番地２

25
一般社団法人　長崎県バス協会　理事
（西肥自動車(株)平戸営業所長）

平戸市大久保町1256番地２

26 北松通運(株）商事課　係長 平戸市田平町山内免218番地１

27 生月自動車有限会社 専務取締役 平戸市生月町里免657番地３

28 日本郵便株式会社 平戸郵便局長 平戸市築地町499番地１

29
一般社団法人　平戸市医師会　会長
（柿添病院）

平戸市浦の町748番地１

30 竹山運輸　有限会社　代表取締役 平戸市度島町1652番地

31
日本赤十字社　長崎県支部　平戸市地区
（社会福祉法人　平戸市社会福祉協議会会長）

平戸市岩の上町1466番地

32 松浦鉄道 株式会社 取締役 運輸部長 佐世保市白南風町１番10号

33
一般社団法人　長崎県ＬＰガス協会　平戸支部長
（吉田プロパン店）

平戸市津吉町795番地

34
度島地区自治会自主防災組織 会長
（度島町代表区長）

平戸市度島町1662番地

35 平戸防災ネットワーク 会長 平戸市生月町壱部4874番地

36 平戸市女性消防団　部長 平戸市岩の上町733番地１

37 平戸市婦人防火クラブ連絡協議会　会長 平戸市岩の上町733番地１

第9号

第8号

第7号

【任期：令和５年10月１日～令和７年９月30日】
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１－３ 平戸市防災会議条例 (       ) 
 改正 平成19年６月27日条例第29号 

 改正 令和元年12月16日条例第22号 
 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定に基

づき、平戸市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるものと

する。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 平戸市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて平戸市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理

する。 

５ 委員の定数は、40 人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関のうちから市長が委嘱する者 

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者 

(3) 長崎県の知事の部内のうちから市長が委嘱する者 

(4) 長崎県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 

(5) 市長がその部内の職員のうちから任命する者 

(6) 教育長 

(7) 消防長及び消防団長 

(8) 指定公共機関又は地方公共機関職員のうちから市長が委嘱する者 

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 

６ 前項第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、そ

の前任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長崎県の職員、市の職員、関係指定公共機関の

職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が指名する。 

平成17年10月１日 
条 例 第 171 号 
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３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（議事等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年６月 27 日条例第 29 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和元年12月16日条例第22号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 □6  １－４ 平戸市災害対策本部条例 
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１－４ 平戸市災害対策本部条例 (       ) 
 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基づ

き、平戸市災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるとき又は欠けた

ときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

   附 則（平成24年９月18日条例第30号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

平成17年10月１日 
条 例 第 172 号 
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３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

101 平戸 地すべり 田助町田助浦 ●
田助町浦方バス停～田助簡易郵便局（三輪秀雄　22-2906）
～田助町123（山内造船事務所）裏一帯

2
○

郵便局 1
県道
120

9
小規模地すべり対策事業
平成16年度完了

田

102 平戸 急傾斜 田助町田助(3)地区 ●
田助町137(江藤八重子宅)から田助町244(福神屋キミ宅　22-
2292)裏山一帯。
港背後対策工事完了の間の残りが岩質土　幅約10ｍ

2
○

20.0 1.5
市道
225

17

急傾斜地崩壊防止事業
平成３年度完了（県）
平成５年度完了（市）
平成17年度完了（市）

田

104 平戸 急傾斜 大久保町潮の浦（2） ●
潮の浦集落一帯。
平成10年５月11日の豪雨により一部崩落豪雨時に崩落するお
それがあり、注意を要する。

2
○

市道
320

50

急傾斜地崩壊防止事業
昭和58年度一部施工（市）
平成13年度完了（県）
平成19～25年度工事完了(市)

田

105 平戸 急傾斜 大久保町小曲り地区 ●

大久保町1197-1(柳田政義宅22-4365)から大久保町386-3(谷
本廣美宅23-3017)裏山一帯。
家屋の裏一帯が崖地と接近しており、豪雨時には崖崩れのお
それがある。

2
○

市道
100

10
急傾斜地崩壊防止事業
平成11年度完了（県）

田

106 平戸 急傾斜 大久保町小川地区 ◎
海上ホテル前から小川地区公会堂先一帯。
薬師堂～公会堂の裏一帯が崖地と接近しており、豪雨時には
崩壊のおそれがあり、注意を要する。

1
ホテル1
薬師堂1

県道
50

市道
50

2 監視中（平成11年度～）
建
・
田

107 平戸 急傾斜 大久保町旗松亭下 ◎ 崎方公園下、大久保町2510(長嶺宅)からオランダ塀一帯。 1 ｓ
市道
100

20 監視中
建
・
教

108 平戸 急傾斜 鏡川町勝尾岳 ●

宮の町第２駐車場裏から鏡川町301(元田丸屋商店22-2432)裏
一帯。
昭和43、47年頃から微動状態にあり、近年家屋への影響もあ
り豪雨時には厳重な注意を要する。

3
○

病院1
体育館1

200
急傾斜地崩壊防止事業
平成13年度完了（県）
平成22年度完了(市)

田

110 平戸 急傾斜 鏡川町薄香2 ◎

鏡川町459-1(瀧元孝吉宅　23-3572)から鏡川町469(山本方)
までの裏一帯。
家屋の裏一帯が崖地と接近しており、豪雨時には崩壊のおそ
れがある。

3 5 監視中（昭和63年度～） 建

111 平戸 地すべり 寺の坂地区 ●
本成寺（22-2746）裏一帯に亀裂が入っており、平成６年度
に対策工事一部施行済みであるが、豪雨時には注意を要す
る。

1
○

寺1 15
緊急地すべり災害関連対策事業
平成６年度概成

田

112 平戸 急傾斜 岩の上町中の崎 ◎
岩の上町1039-2宅地裏山一帯。
山腹に小崩落が発生している。下方には人家、港湾施設があ
り、崩落すれば災害の発生が予想される。

4
○

0.4 0.2 港湾施設
市道
100

3 監視中
県
林

113 平戸 急傾斜 度島浦 ◎

度島町2412宅地裏一帯。
裏の崖が家屋と接近しているため、豪雨時には注意を要す
る。
（秋葉神社～山添吉次宅～西屋ツヤ宅）

5 神社1 3 監視中 農

114 平戸 地すべり 岩の上町明の川内地区 ●

地すべり区域指定　Ｓ37.２.14　追加指定　Ｓ47.12.25
明の川内第２地帯。
現在でも地区の下流側海岸線に向かって移動している傾向が
見られる。又、面積が広く災害発生時は大規模の可能性があ
る。

4
○

10.9 22.5 1 8.48
市道
2,100

1,830

神社
仏閣
住宅
64

地すべり対策事業
第１期　昭和37年度概成
第２期　昭和46年度概成
第３期　昭和59年度概成

県
農

115 平戸 地すべり 鏡川町後平地区 ●

地すべり区域指定　Ｓ63.３.26
雨期又は豪雨により小規模な初期地すべり現象がみられ、
年々水田の隆起陥没等が発生している。（昭和63年３月指
定）

3
○

17.14 27.64 1.76 2.14
市道
600

300 30
地すべり対策事業
平成元年度より工事実施
平成17年度概成　監視中

県
農
・
農

116 平戸 急傾斜 職人町 ◎

琴平神社参道にかかる崖地が崩れ、参道が崖地方向に傾いて
いる。
市道をはさみ人家があるため、今後の豪雨時に更に崩壊のお
それがあり、注意を要する。

1 御堂 1 2 監視中（平成６年度～） 建

118 平戸
防災重点
ため池

岩の上町
（天神の池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

4
○

8.1 0.2
1

(3,300㎥)
市道
200

150 15

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

1
1
0
1



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

119 平戸
防災重点
ため池

大野町
（池の原溜池）

◎
下流域に国道があり、仮に決壊した場合2次被害が想定され
る。

4
○

4.1 0.4
1

(10,200㎥)

国道
120
市道
70

650

整備計画はない。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図の作成を行う。

県
農
・
農

120 平戸 急傾斜 戸石川町戸石川地区 ◎
平成11年９月２日の豪雨により、小規模の崩壊が発生してお
り、今後の豪雨時に崩壊のおそれがあり注意を要する。

1
○

0.2 0.1
市道
50

5 監視中（平成12年度）
建
・
田

121 平戸 地すべり 大久保町大水川原地区 ◎
大久保町331宅地裏山の亀裂。
平成12年より監視中

2
○

0.2 0.1 0.4 海岸施設
市道
50

2 監視中（平成12年度）

農
・
県
林

124 平戸 砂防 戸石川町戸石川 ●
昭和30年７月の豪雨により、渓岸崩壊浸食が発生し、耕地に
多大の被害及び本川に異常埋塞。

1 8.8
市道
100

昭和47年度 田

127 平戸 崖崩れ 木引町据石地区 ●
木引町742宅地裏山が一部崩落しており、豪雨時には更に崩
壊するおそれがある。

3 0.04 1
自然災害防止事業
平成16年度完了
平成18年度完了

農

128 平戸 崖崩れ 大久保町潮ノ浦地区 ●
光の園保育園裏山が一部崩壊しており、豪雨時には更にグラ
ウンドに崩壊する恐れがある。

2 2
自然災害防止事業
平成18年度完了　監視中

農

129 平戸 山崩れ 岩の上町大手門地区 ○
平成23年8月23日の豪雨により、猶興館グラウンド下横河山
一帯が山崩れした。大雨時には学校施設及び上部宅地に影響
が及ぶ危険性がある。

1 0.5 0.3
高校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
1 平成24年度県教育委員会事業実施中

県
教
・
県
林
・
農

130 平戸 山崩れ 鏡川町鏡川地区 ●
平成23年8月23日の豪雨により、鏡川町354-1宅地周辺一帯が
陥没山崩れした。大雨時には下側の市道・県道まで影響が及
ぶ危険性がある。

1 0.5 0.5

県道
50

市道
50

50 2
県営自然災害防止事業
平成24年度完了

県
林
・
農

131 平戸 山崩れ
大久保町
下大久保地区

●
大久保町2085宅地裏山一帯で亀裂や小規模な崩壊が発生して
おり、今後の豪雨時に崩壊のおそれがあり注意を要する。

2 0.4 0.07
市道
50

1
県営自然災害防止事業
平成27年度完了

県
林

132 平戸 河川氾濫
岩の上町上大垣地区
皿川

○
上大垣バス停国道暗渠下から下大垣ため池一帯。
大雨時に河川幅が狭いため氾濫・住宅浸水の恐れがある。

1 3.0 0.4 1
駐車場
0.1

市道
400

400 12
河川改良事業
平成27年度事業開始
（H27～R2）

建

133 平戸
田助浦地
区公会堂
付近一帯

田助町田助浦地区 ●
荒天時の波浪により、河川の流末水路が氾濫し、宅地が浸水
する恐れがある。

2 0.3
県道
100

自然災害防止事業
平成28年度対策工事完了

県
漁

134 平戸 山崩れ
度島町
飯盛地区

◎
度島町503（角野政信宅）裏山で斜面崩壊が発生しており、
今後の豪雨、長雨時には増破のおそれがあり注意を要する。

5 0.1 0.1
市道
50

1
県営自然災害防止事業
平成27年度完了

県
林

135 平戸
防災重点
ため池

戸石川町
（瑞穂池）

◎
漏水量216L/min/100mが確認される。施設の老朽化も著しく
下流域には人家があることから仮に決壊した場合２次被害が
想定される。

1
○

0.1 2.0 1.0
1

(14,000㎥)
市道
100

700 35

整備を予定している。
貯水量を減じている。下流域に人家が
あり、仮に決壊した場合2次被害が想定
されることからハザードマップを作成
した。

県
農
・
農

136 平戸 斜面崩壊 木引町 ◎ 押し出し現象による練積ブロックのクラック発生
3
○

0.1
県道
50

平戸田平線の道路擁壁への押し出しに
よる変状について対策工事を検討

田

137 平戸 山崩れ
岩の上町
(亀岡公園地内)

◎
令和2年7月の豪雨により、一部法面が崩壊し市道まで影響が
及んだ。法面に浮石、湧水が見られるため、今後の豪雨時に
注意を要する。

0.45
市道
173

自然災害防止事業
令和２年度一部事業実施
今後、経過観察し変状が出たときは、
法面一帯の対策工事を検討する。

都
市
計
画

138 平戸
防災重点
ため池

鏡川町梅崎地区
（堀宅（梅崎）溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 3.4 0.3
1

（1,100㎥）
市道
100

620 5

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

1
1
0
2



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

139 平戸
防災重点
ため池

木引町
（宇戸の池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 3.4
1

（10,200㎥）

県道
80

市道
50

740

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

140 平戸
防災重点
ため池

大野町
（上原溜池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 5.7
1

（10,200㎥）

国道
180
市道
100

820 2

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

201 中野 地すべり 大山地区 ●

地すべり区域指定　Ｓ43.３.27
ホテル蘭風周辺一帯。（大山地区）昭和28、34年の豪雨によ
りすべりがひどくなり、昭和44年～55年まで防止工事が行わ
れたが地すべり的なクラック等の兆候があるので豪雨時には
注意を要する。

6
○

8.30 34.13 0.60 1 4.97
国道
3,000

630 51
地すべり対策事業
昭和53年度概成
平成20年度対策工事　概成

県
農

202 中野 地すべり 川内町中央 ●

川内町1072(小田宅)から川内浦照日神社一帯。（旧川内タク
シー一帯を含む）
昭和28年、34年の豪雨により、地すべり滑動著しく人家等が
危険となり、昭和34年度緊急地滑り対策工事として実施。昭
和53年の豪雨により人家、田畑が再び危険な状態となり、55
年度より平成３年度対策工事施工済であるが、豪雨時注意を
要する。

6
○

6.58 4.59 2.93 1
市道
1,940

200 177

地すべり対策事業
昭和36年度概成
平成３年度概成
平成８年度概成
平成14年度～監視中

田
・
建

203 中野 地すべり 川内町川内在 ●

地すべり区域指定　Ｓ63.３.20
中野小学校から三和モータースにかけての山手一帯。
豪雨時に時期的に移動し広範囲にわたり崩壊、水田の変形、
段差が発生している。

6
○

10.0 15.0 0.7 2 4.3
市道
1,700

500 23
地すべり対策事業
平成14年度概成

県
農
・
農
・
田

204 中野 地すべり 主師町主師 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.30
主師町325宅地裏山、及び主師町295宅地前から主師町382-2
宅地にかけて、豪雨時地すべりの危険があり注意を要する。

7 小学校分校 1 4
地すべり対策事業
平成３年度概成　監視中

県
林
・
農

205 中野 地すべり 古江町宮の浦地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.30
平成９年８月６日の豪雨により、古江町450-8宅地に亀裂が
発生し、大雨時には地すべりが拡大する危険性がある。

7
○

0.3 0.1
市道
100

1 平成10年度概成　監視中

県
林
・
農

206 中野 山崩れ
山中地区
（中野教会東100ｍ）

●
平成９年９月６日の豪雨により、山腹崩壊が発生し市道大越
深川線及び下方農地への土石流被害があり、豪雨、長雨時に
は再度被害が予想される。

7
○

0.1 9.0
市道
150

60
復旧治山事業
平成10年度工事実施
平成12年度完了

県
林
・
農

207 中野 山崩れ
主師地区
白石地区

●
平成９年８月６日の豪雨により、急斜面が崩壊したため、県
道平戸生月線及び人家（５世帯）への災害が予想される。

7
○

2.1 0.1 0.4
県道
400

5
復旧治山事業
平成10年度工事実施
平成20年度完了

県
林
・
農

208 中野 山崩れ
坊方町
神曽根地区

●
採石場跡地が崩れ県道直上まで来ており、今後の大雨時には
崩落のおそれがあり注意を要する。

7
県道
200

災害防除事業
平成11年度完了（県）

田

209 中野 山崩れ 主師町冷水 ●
平成11年９月２日の豪雨により、山腹の崩壊が発生し人家、
県道、農地に被害を与えたため平成11年度対策工事を実施し
た。今後の豪雨時に崩壊のおそれがあり注意を要する。

7
○

0.1 0.1 1.0
県道
100

14
災害関連緊急治山事業
平成11年度完了
平成22～23年度完了

県
林

210 中野
地すべり

海岸
主師町磯田廣志宅～神
社一帯　同場所海岸

☆
豪雨時、地すべりの危険がある。海岸が波による浸食が著し
いため。

7 0.5 1
自然災害防止事業
平成14年度、平成16年度
事業実施（追加要望あり）

田

211 中野 地すべり 水垂地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.30 地すべり的なクラック等の
徴候があるので、豪雨時には注意を要する。

6
○

2.0 15.0 1.0 2 1,200 18
昭和39～44年度地すべり対策事業実施
監視中

県
農
・
農

212 中野 自然災害 川内町黒曽根 ●
川内町677宅地裏山が崩壊しており、今後の豪雨時にさらに
崩壊のおそれがあり注意を要する。

6 2 監視中 農

平戸地区　33箇所

1
1
0
3



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

213 中野 急傾斜 中野大久保 ◎
急傾斜対策で工事完了地区であるが、ブロック垣高さ2.2ｍ
長さ13ｍに渡り崩壊している。(有安オートから井手商店)

6 0.5 0.1 0.2

市道
50

県道
100

6 県単独事業要望中 田

214 中野 地すべり 古江 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.30
地すべり的なクラック等の兆候があるので豪雨時は注意を要
する。

7 15.0 18.0 0.4
下中野漁港
荒崎海岸環
境整備事業

市道
2,200

11
昭和40～45年度対策工事実施
平成４～14年度対策工事実施
現在監視中

県
農

215 中野 崖崩れ
中野地区
番屋崎地区

●
川内町954宅地裏山が一部崩壊しており、豪雨時には更に崩
壊するおそれがある。

6 0.2 0.1 1
自然災害防止事業
平成16年度工事完了

農

216 中野 山崩れ 坊方地区 ○
集落を流れる２本の渓流に多量の不安定土砂が存在してお
り、梅雨期や豪雨時に荒廃が進み、その土砂が市道や農地に
流れ込み危害を与えている。

7 10.0 5.0 0.5
公民館1
神社1

市道
500

24 平成21年度完了
県
農

217 中野 砂防
水垂町
種子田川

◎
中下流域には転石等が厚く堆積し、上流域は谷幅に土砂の堆
積が見られ、豪雨時には下流域の人家及び国道に甚大な被害
の恐れがある。

6
○

1.1

国道
150
農道
140

4
地すべり対策事業
平成22～31年度事業実施中(県)

県
砂

218 中野 地すべり
山中町矢ヒツ地区
(中野ナフコ裏)

●
平成23年8月23日の豪雨により山中町1366宅地周辺山林一帯
に亀裂が発生し、大雨時には地すべりが拡大する危険性があ
る。

7 5 2 1 3
市道
100

4
地すべり対策事業
平成24年度地すべり区域指定
平成28年度工事概成　監視中

県
林
・
農

219 中野 地すべり 坊方地区 ○

平成6年度に山地小規模地すべり防止事業で整備した箇所で
あるが、平成23年8月23日の豪雨により坊方町282宅地の裏の
畑並びに家屋、牛舎一帯の地盤が徐々に下がっており注意を
要する。

7 3 0.5 0.3
市道
100

2
平成6年度県単山地小規模地すべり防止
事業で概成
平成24年度県再調査　監視中

県
林
・
農

220 中野 山崩れ
山中地区
(中野教会西100ｍ)

◎
市道山中・紐差線上流の渓流に多量の不安定土砂が存在して
おり梅雨期や豪雨時に市道や下方農地に土石流被害を与える
恐れがある。

7 6 3 0.4
市道
50

100 10
平成27年度県営自然災害防止事業実施
予定

県
林

221 中野 山崩れ
主師町
小主師

●

小主師バス停の上流の渓流から降雨のたびに雨水や土石が県
道に流れ出し、通行に支障を来たし、山林の斜面部には、大
小様々な転石が堆積しているため集中豪雨により崩落し県道
及び下流の民家に被害を与える可能性がある。

7 2 2 0.06 3,400台/日 100 300 6
県政予防治山事業
平成30年度完了

県
林
・
農

222 中野 急傾斜
主師町
白石地区

◎

白石集落において、平成26年7月豪雨により民家裏斜面で落
石が発生し、辛うじて民家にまで被害が及ばなかったものの
上部斜面は岩盤が露出した状態で未だ不安定なままであり、
斜面の崩壊により民家や市道に甚大な被害が予想される。

7 0.1 0.05 200 5 監視中

県
林
・
農

223 中野 高潮 大山町字北平、字南平 ●
石積護岸が被災しており、台風時及び荒天時の波浪により、
コンクリート擁壁が倒壊し、背後地の被害が拡大する恐れが
ある。

7 0.3 0.1
自然災害防止事業
令和3年度対策工事完了

県

224 中野 土砂災害 下中野町 ◎ 斜面からの落石、雨水による土砂崩壊
7
○

県道
200

平戸田平線の斜面上部からの落石及び
土砂崩壊について対策工事を検討

田

225 中野
防災重点
ため池

川内町
（清水の池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 6.3 0.5
1

（10,000㎥）

国道
130
市道
300

620 1

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

226 中野
防災重点
ため池

川内町
（丸尾の池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 4.2 0.5
1

（9,000㎥）

国道
140
市道
180

700 1

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

227 中野
防災重点
ため池

下中野町
（花の木第一溜池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 5.3
1

（14,000㎥）
県道
100

700

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

228 中野
防災重点
ため池

下中野町
（花の木第二溜池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 4.9
1

（6,000㎥）
県道
100

700

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

1
1
0
4



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
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耕地
（ha）

宅地
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ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

229 中野
防災重点
ため池

山中町
（永田池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 2.2 0.5
1

（500㎥）
市道
250

200 4

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

230 中野
防災重点
ため池

山中町
（大原溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 14.0
1

（2,100㎥）
県道
260

2

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

231 中野
防災重点
ため池

坊方町
（一の宮溜池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 13.2
1

（80,000㎥）
県道
300

1,200

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

232 中野
防災重点
ため池

水垂町
（野中溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 4.1
1

（200㎥）
市道
140

180 1

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

233 中野 山崩れ 主師町白石地区 〇
令和２年７月の豪雨により県道平戸生月線の上部斜面で大規
模な山腹崩壊が発生した。大雨時に下流の県道へ土石が流出
する危険があり、注意を要する。

〇 1
県道
100

災害関連緊急治山事業
令和２年度より対策工事実施中

県
土
・
建

県
林
・
農

234 中野 崖崩れ 中野大久保地区 ◎

長年の大雨により法面の表土が流出し、転石や樹木の倒木の
危険性が懸念される。法面付近には、市道松の上線が通過し
ており公共施設（中野小学校や中野ふれあい会館）及び中野
大久保地区の主要道路であるため、早急な対策が必要であ
る。

〇
市道
120

令和４年度に防災対策事業（自然災害
防止事業）を活用し、法面対策工事を
行う。

市
・
教
育

総
務

301 獅子 地すべり 春日町小春日 ●

赤石池（貯水量6,000）からため池下県道、山林一帯。
道路から耕地にかけて広範囲に亀裂が生じており大雨時には
ため池決壊のおそれがあり注意を要する。（山口善作28-
1825）

8 1 平成10年度災害復旧事業　完了 農

302 獅子 地すべり
獅子町
第２地区

●
獅子小300ｍ先、54年度の豪雨時に水田の落差や道路に亀裂
が生じ災害復旧工事をしたが、その後も畦畔の崩壊等が発生
している。

8
○

15.0 16.0 0.6 1 6.4
市道
2,200

450 22 平成元年度災害復旧事業　完了
県
農

303 獅子 急傾斜
根獅子町
(2)地区と美野地区

●
根獅子町964(松口光男宅　28-2126)から根獅子町1441(村田
洋一宅　28-2063)、及び県道平戸・田平線下一帯。豪雨長雨
時には注意を要する。

9
○

9.0 1.0
市道
200

30
急傾斜地崩壊防止事業
平成19年度美野地区完了
平成22年度西の股地区完了

建
・
田

304 獅子 地すべり 北飯良地区 ●

(建)地すべり区域指定　Ｓ36.５.７　追加指定　Ｓ47.１.13
(農)地すべり区域指定　Ｓ47.３.18
旧保育所の上及び飯良町159(永田勝宅　28-1974)裏一帯。豪
雨長雨時には地区内の田、畑、畦畔が崩壊し、修理費を費や
している状況にある。

9
○

17.1 55.33 0.8 1 11.39
県道
2,800

2,100 61

地すべり対策事業
昭和54年度概成
小規模地すべり防止工事
平成18～23年度概成(県)監視中

田
・
県
農

305 獅子 地すべり 根獅子町名古地区 ◎
平成元年９月の豪雨により山腹が約70ｍの亀裂及び数カ所に
地すべりが生じ、豪雨時には注意を要する。

9 3.8 0.3
県道
270

監視中（平成８年度）
県
林

306 獅子
防災重点
ため池

獅子町
（ガランダ溜池）

◎
堤体が老朽化し堤尻より漏水している。また、堤内は流入土
砂による堆積が著しく貯水量を阻害している。下流域に県道
があり、仮に決壊した場合2次被害が想定される。

8
○

14.5
1

(67,500㎥)
県道
200

300

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

307 獅子
防災重点
ため池

大石脇町
（神の池）

◎
下流域に紐差小学校、人家、国道等があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定される。

8
○

16.2 0.4
1

(180,000㎥)
紐差小学校

墓地1

国道
300
県道
1,050

1,300 75

整備計画はない。
下流域に紐差小学校、人家、国道等が
あり、仮に決壊した場合2次被害が想定
されることからハザードマップを作成
した。

県
農
・
農

308 獅子 地すべり 獅子地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.29
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

8
○

12.75 監視中

県
農
・
農

中野地区　34箇所

1
1
0
5



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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所
管
課
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及　び
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309 獅子 地すべり 南飯良地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.30
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

9
○

3.0 10.3
1.0

橋梁1
1,200

昭和40～43年度地すべり対策事業実施
監視中

県
農
・
農

310 獅子 地すべり
獅子町
第4地区

◎
獅子町642宅地裏の崖地が家屋と接近しており、豪雨時には
注意を要する。

8 0.1 0.1 1 監視中（平成16年度）

県
農
・
農

311 獅子 ため池
飯良町
飯良第1ため池

●
ため池内堤側の侵食が進行しており堤防決壊等の恐れがあ
る。

9 4.0
農業用施設
Ｌ＝959ｍ

県道
100

県営自然災害防止事業
平成18年度完了

農

312 獅子 山崩れ 根獅子町先谷地区 ●
平成23年8月23日の豪雨により、根獅子町1788宅地裏山一帯
が山崩れし家屋が全壊した。大雨時には下側の市道まで影響
が及ぶ危険性がある。

9 0.5 0.2
市道
50

1
県営自然災害防止事業
平成24年度完了

県
林
・
農

313 獅子
防災重点
ため池

獅子町
（田代溜池）

●
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

8
○

2 7.9 0.3
1

(4,000㎥)
県道
220

750 15

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

314 獅子

新獅子漁
港（高

越）用地
一体

平戸市高越町 ●
降雨時に、漁港背後からの落石により、漁業者及び漁港利用
者に被害が生じる恐れがある。

8
漁港
0.1ha

平成29年度に、自然災害防止事業によ
り対策工事完了

水
産

315 獅子
防災重点
ため池

高越町
（走坂溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

8
○

7.3 0.03
1

(3,000㎥)
県道
200

300 2

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

316 獅子
防災重点
ため池

獅子町
（積岳溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

8
○

7.7 0.25
1

(18,000㎥)
獅子漁港

市道
660

200 14

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

317 獅子
防災重点
ため池

飯良町
（飯良第二溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

9
○

0.1 3.3 0.05
1

(34,000㎥)
県道
130

800 25

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

318 獅子
防災重点
ため池

春日町
（赤石溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 2.2
1

（6,000㎥）
県道
80

350 1

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

319 獅子
防災重点
ため池

春日町
（ウベンノ溜池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 1.9
1

（2,400㎥）
県道
80

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

320 獅子
防災重点
ため池

春日町
（向の池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 0.2
1

（100㎥）

県道
20

市道
40

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

321 獅子
防災重点
ため池

高越町
（田々美志の池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 6.0 0.1
1

(1,400㎥）
県道
50

570 2

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

322 獅子
防災重点
ため池

高越町
（草木原第3溜池）

◎
下流域に県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 2.8
1

(1,500㎥）
県道
60

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

1
1
0
6



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

323 獅子
防災重点
ため池

獅子町
（山田溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 0.5
1

（100㎥）
市道
120

5

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

324 獅子 法面崩壊 根獅子町 ◎
市道根獅子旧県道４号線の路面が陥没し、路肩の法面が崩壊
する恐れがある。

0.05 0.01 0.01
市道
50

2 法面崩壊対策を検討する。 建

325 獅子 崖崩れ 春日町呼崎 ◎
降雨時に、市道及び漁港集落背後地からの落石により、漁業
者及び漁港利用者に被害が生じる恐れがある。

8 2 1
市道
20

自然災害防止事業にて、令和5年度整備
予定

建

403 紐差 自然災害 宝亀町京崎地区 ●
平戸市森林組合裏山崩壊。
今後の豪雨時に崩壊のおそれがあり注意を要する。

12 2.0
ハウス9棟

外8棟
自然災害防止事業
平成11年度完了

農

404 紐差 急傾斜 深川町 ◎
深川町346-1(田口一宅)から深川町324(福田茂宅)裏山一帯地
すべり崩壊のおそれ。

10
市道
220

9 監視中（平成13年度～） 建

405 紐差 ため池
大川原町
（雨久保溜池）

◎
堤体が老朽化し堤尻より漏水している。又、石垣が崩壊して
いる。

11 監視中（平成13年度） 農

406 紐差 砂防
深川町
安満川

●
昭和46年７月・昭和47年７月の豪雨により、渓岸崩壊浸食が
発生し、耕地に多大の被害及び本川に異常埋塞。

10 50

国道
150
市道
2,000

300 昭和49年度～昭和51年度 田

407 紐差 地すべり 田崎地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ37.３.24
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

10
○

8.2 14.8 0.9 5.6
市道
1,100

14
昭和34～38年度地すべり対策事業実施
横孔ボーリング・三面張コンクリート
監視中

県
農
・
農

408 紐差 地すべり 神鳥地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ37.２.14
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

10
○

3.45 7.35 0.2 3.1 900 3
昭和35～38年度地すべり対策事業実施
横孔ボーリング・三面張コンクリート
監視中

県
農
・
農

409 紐差 地すべり 京崎地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ43.２.27
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

12
○

40.4 40.8 6.5 42
昭和43～49年度地すべり対策事業実施
監視中

県
農
・
農

410 紐差 地すべり 宝亀地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ37.２.14
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

12
○

1.2 17 0.8
県道
400

15
昭和34～37年度地すべり対策事業実施
監視中

県
農
・
農

411 紐差 地すべり 大川原地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ37.２.14
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

11
○

3.6 7.54 0.21 2.8 200 4
昭和37年地すべり対策事業施工
横孔ボーリング
監視中

県
農
・
農

412 紐差 地すべり
宝亀地区
（宝亀第3）

◎
宝亀保育園、宝亀小グラウンド上から宝亀教会までの一帯
で、道路の亀裂、ブロックの崩壊等あり

12 0.5 0.1 0.3
市道
300

7
地すべり等の調査要望中
監視中

田
・
県
農

413 紐差 急傾斜 木ヶ津 ○
木ヶ津町822(松永幸二宅　28-1433)から木ヶ津町887(萩原達
也宅　28-1444)の裏一帯が急傾斜崖地と近接しており豪雨時
に崩壊の恐れがある。

11 0.5 0.1 0.5 0.7

県道
70

市道
180

80 10
急傾斜地崩壊防止事業
平成26～令和4年度工事実施中

建

414 紐差 地すべり 迎紐差町 ●
地すべり域指定　昭和36年5月17日
松尾氏、植原氏宅裏一帯にて平成21年度の豪雨により地すべ
り発生している。

10 0.1 1 0.02
国道
150

2
昭和29年砂防事業により工事完了
平成22年度県単独自然災害地すべり事
業にて工事完了

田

415 紐差
防災重点
ため池

木場町
（大坂溜池）

◎
下流域に市道があり、仮に決壊した場合2次被害が想定され
る。

10
○

0.02 3.8
1

(15,000㎥)
市道
300

1200

整備計画はない。
下流域に市道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることからハザー
ドマップを作成した。

県
農
・
農

獅子地区　25箇所

1
1
0
7



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

416 紐差
防災重点
ため池

紐差町
（平原（森の木）溜
池）

◎
漏水量78Ｌ／min／100ｍが確認される。施設の老朽化も著し
く下流域には人家、国道があることから仮に決壊した場合2
次被害が想定される。

10
○

4.6 1
1

(7,000㎥)
集会施設
商業施設

国道
230
県道
260
市道
80

580 6

整備を予定している。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

417 紐差 高潮 宝亀町字平松 ☆
コンクリート護岸に亀裂が入って段差が生じており、倒壊す
る恐れがある。

12 0.2 0.3
平成30年度に、自然災害防止事業によ
り一部対策工事完了

水
産

418 紐差
防災重点
ため池

大石脇町
（長谷溜池）

◎
下流域に県道、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 10.8
1

（30,000㎥）

県道
400
市道
150

1,800

整備計画はない。
下流域に県道、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

419 紐差 山崩れ 大石脇町 ●
令和２年６月豪雨により、大石脇町659-1宅地裏山が約60ｍ
に亘り崩壊し、住宅及び牛舎に被害が発生した。豪雨時には
更に崩壊する恐れがある。

0.1
市道
70

1
県営林地荒廃防止事業
令和３年度完了

県
林
・
農

420 紐差
自然災害
地すべり

草積町 ●
アパート裏の山腹に約50ｍの亀裂が入り、豪雨時には更に崩
壊し、下流の店舗、国道まで被害を及ぼす恐れがある。

0.4
国道
60

2
県営自然災害防止事業
令和２年度完了

県
林
・
農

421 紐差 山崩れ 大川原町 ●
渓流に多量の不安定な土石が堆積しており、豪雨時に下流の
宅地及び県道へ流出し被害が発生している。

1
県道
30

3
県営災害関連緊急治山事業
令和２年度完了

県
林
・
農

501 中津良 地すべり 堤町馬込地区 ●

地すべり区域指定　Ｓ37.２.14
堤小学校先北西500ｍ一帯が地すべり地域。
市道に段差が生じ、又海岸にも亀裂が生じ、活動しているこ
とを示している。豪雨長雨時注意を要する。

14
○

4.00 10.20 2.8
市道
850

500
地すべり対策事業
昭和39年度概成　監視中

農
・
県
農

502 中津良 急傾斜 堤町神上 ●

堤町55(里村宅)から堤町157(針尾宅)と島田源次郎宅（27-
1844）裏山一帯。
旧堤小学校の運動場に降った雨が流れ込み、付近一帯の崖崩
れ、流水のおそれがあり、注意を要する。

14
○

15

急傾斜地崩壊防止事業
平成10年度工事完了（県）
平成11年度着手
平成18年工事完了（市）

田

503 中津良 地すべり 堤町小島地区 ●

地すべり区域指定　Ｓ37.２.14
小島地区旧県道一帯。昭和37、38年度において、水抜きボー
リング及び水路工を実施していたが、その後においても市道
に亀裂及び宅地に小規模の崩落が起きている。

14 3.5 10.35 0.8
市道
500

16
地すべり対策事業
平成14年度概成　監視中

県
農

504 中津良 急傾斜 堤町西浜地区 ●

堤町2475(近藤善三宅27-1913)宅から堤町2512(本田宅)の裏
一帯。
裏の崖地が家屋と接近しており、豪雨時崩壊のおそれがあり
注意を要する。

14
○

市道
200

12
急傾斜地崩壊防止事業
平成12年度工事実施（県）
平成14年度工事完了（県）

田

505 中津良 地すべり 猪渡谷南地区 ●

平成元年９月12日～13日にかけての集中豪雨により地すべり
が生じ県道が不通になった。亀裂は落差1.0～2.0ｍで約90ｍ
に渡って馬蹄形状に追跡され、このまま放置すれば直下の県
道、猪渡谷川、猪渡谷集落に甚大な被害を与えるおそれがあ
る。

14
○

13.85 6.49 1.96 1.55
県道
1,440

23
地すべり対策事業
平成７～26年度概成

県
砂

506 中津良 急傾斜 猪渡谷町平野地区 ◎
猪渡谷町2110宅地から猪渡谷町2148宅地裏一帯。
家屋周辺に亀裂が見られ、今後の豪雨時には更に崩壊のおそ
れがある。

14 5 監視中（平成10年度～） 建

507 中津良 急傾斜 猪渡谷町浜の山地区 ●
猪渡谷町394-1宅地から猪渡谷町398宅地裏山一帯。
裏山が家屋と接近しており、今後の豪雨時には更に崩壊のお
それがある。

14
○

0.7 0.3 0.5 250 13
急傾斜地崩壊防止事業
平成13年度より工事実施(県)
平成16年度工事完了

田

508 中津良 河川 下中津良町若宮原 ◎
敷佐川河口付近一帯。
未改修河川の護岸が老朽化し、大雨時には護岸決壊溢水、氾
濫のおそれがある。

13
○

県道
200

10 昭和56年度河口付近一部掘削 田

509 中津良 急傾斜 下中津良町(1) ◎
下中津良町415-3宅地から下中津良町434宅地の裏山が家屋と
接近しており（一部崩壊）今後の豪雨時には更に崩壊のおそ
れがある。

13 5
監視中（平成９年度～）
平成15年度一部崩壊自己復旧
平成16年度指定範囲拡大

建

紐差地区　19箇所

1
1
0
8



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

510 中津良 急傾斜 下中津良町(2)頭無 ●
下中津良町346宅地から下中津良町360-2宅地裏一帯。
裏山が家屋と接近しており、今後の豪雨時には更に崩壊のお
それがある。

13
○

14
急傾斜地崩壊防止事業
平成15年度より工事完了(県)
平成18～21年度工事実施(市)

田

512 中津良 砂防
猪渡谷町白猪川・平野
川

●
昭和46年７月・昭和57年７月・平成元年７月・９月の豪雨に
より、渓岸崩壊浸食が発生し、耕地に多大の被害及び本川に
異常埋塞。

14 15.0
市道
500

40 昭和61年度～平成11年度 田

513 中津良 崖崩れ
堤町94　日高芳信宅裏
一帯

◎
急傾斜工事後、雨水が流れ込むようになり、石垣が崩壊のお
それ。

14 5 監視中（平成14年度～） 建

514 中津良 自然災害 猪渡谷町井上地区 ☆
猪渡谷町2259-ｲ宅地から猪渡谷町2267-2宅地の間、崩壊のお
それあり。

14 2.0 2
平成元年度一部施工済
監視中

農

515 中津良 崖崩れ 下中津良 ●
中津良ふれあい会館から村山伝宅の裏山一帯。崖地が高く豪
雨時には注意を要する。

13 1.0 0.20 100 2
県営奥地保安林整備事業
平成21年度完了

県
林

516 中津良 ため池 敷佐立山池 ●
堤体が老朽化し漏水している。また、永年にわたり土砂が堆
積し、豪雨時において洪水調整機能が著しく低下しており、
堤体崩壊の危険性がある。

13 20.00 0.10 500 300 4
県営自然災害防止事業
平成18年度工事完了

県
農

517 中津良 山腹崩壊 上中津良町神の前地区 ●
山腹の急斜面に浮石等が連続しており、梅雨期や豪雨時に落
石や崩壊が発生し、真下を走る国道383号線に危害を与えて
いる。

13 10
県営予防治山j事業
平成19年度完了

県
林

518 中津良 山崩れ 猪渡谷町水川原地区 ●
平成23年8月23日の豪雨により、猪渡谷町2328(氏田産業会社
事務所及び倉庫)裏山一帯が山崩れした。大雨時には下側の
県道まで影響が及ぶ危険性がある。

14 0.5 0.5
事務所1戸
倉庫1棟

県道
100

県営自然災害防止事業
平成24年度完了

県
林
・
農

519 中津良 山崩れ 堤町石垣田地区 ●
平成23年8月23日の豪雨により、西浜入り口の堤町(日高作雄
氏倉庫)裏山一帯が山崩れした。大雨時には下側の市道・県
道まで影響が及ぶ危険性がある。

14 0.5 0.5 倉庫2棟

県道
50

市道
50

県営自然災害防止事業
平成24年度完了

県
林
・
農

520 中津良
防災重点
ため池

敷佐町
（波江の本溜池）

◎
下流域に市道があり、仮に決壊した場合2次被害が想定され
る。

13
○

5.0
1

(5,000㎥)
市道
300

500

整備完了。
下流域に市道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

521 中津良
防災重点
ため池

猪渡谷町
（平床溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

14
○

6.0 0.05
1

(10,000㎥)

県道
260
市道
200

950 3

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

601 津吉 急傾斜 津吉町元牧ノ地地区 ●

津吉町774-7(吉富逸夫宅27-0437)から津吉町774-2(御厨弘宅
27-0532)裏一帯。
裏の崖地が高く家屋と接近しているため、豪雨時には注意を
要する。

16
○

0.5 0.3 0.8
国道
240

31
急傾斜地崩壊防止事業
平成12年度より工事実施(県)
平成18年度工事完了(市)

建
・
田

602 津吉 地すべり
前津吉地区（南部支所
東３㎞）

●

地すべり区域指定　Ｓ45.11.26
前津吉町207(山川利奈美宅27-1037)から前津吉町127(吉住サ
キ子宅27-0421)裏一帯。近年地すべりの兆候があり、集落背
後の急傾斜面で法面崩落が顕著である。

15
○

15.8 40.4 4.4 3 2.2
県道
6,600

2,280 93
地すべり対策事業
平成13年度概成　監視中

県
農

604 津吉
防災重点
ため池

大志佐町
（深坂溜池）

◎
堤体は老朽化しておりパイピング等発生しており堤尻より漏
水している。下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合
2次被害が想定される。

16
○

1.0 6.8
1

(13,700㎥)
市道
260

700 1

監視中（平成4年度）整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

605 津吉 ため池 鮎川町山中の上ため池 ◎
堤体が老朽化し堤尻より漏水している。又、堤内は流入土砂
による堆積が著しく貯水状態を阻害している。

16
○

2.0
市道
50

50 監視中（平成７年度）
県
農

606 津吉 急傾斜 前津吉町南川原地区 ◎
前津吉町332(吉田和弘宅)から前津吉町107(松元信雄宅)裏山
一帯が家屋に接近し崩壊のおそれ。

15 5 監視中（平成13年度～） 建

607 津吉 河川 津吉町古田川 ○
西中山町字大橋より海に至る付近一帯。
上流部未改修河川の護岸が老朽化し、大雨時には護岸決壊溢
水、氾濫のおそれがある。

16 3.7 5.0
国道
600

44
昭和57年度
平成14～21年度対策工事実施中

田

608 津吉 ため池 下船木ため池 ◎
堤体が老朽化し漏水している。放水路等も傷みがひどく、下
には民家（大石正敏宅）もあり、豪雨時には災害のおそれが
ある。

15 1.00 5.0 0.1 1
県道
100

500 1 監視中（平成16年度） 農

中津良地区　20箇所

1
1
0
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３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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609 津吉 急傾斜 下船木 ◎
船木町275-1(森山チヨ宅)裏山が平成15年７月の豪雨で一部
崩落。今後の豪雨時には、更に崩壊のおそれがある。

15 1.00 0.1 0.1
市道
100

100 4 監視中（平成16年度～）
建
・
農

610 津吉 ため池 山の神ため池 ◎ 堤体が老朽化しており、豪雨時には注意を要する。
15
○

3 0.2 200 5 平成31年度　ため池整備事業完了
県
農

611 津吉 急傾斜 津吉中央　松本墓地 ○
墓地下法面に地すべりの兆候があり、今後の豪雨時には更に
崩壊のおそれがあるため注意を要する。

16 0.5 0.1 0.1
市道
100

10
地すべり対策事業
平成24～27年度工事完了

県
砂

612 津吉 高潮
前津吉町
簿山地区

◎
台風等の南風による高潮等の影響により、農作物や人家に甚
大な被害をもたらしているため、護岸のかさ上げを行い海岸
堤防の高潮対策を実施する。

15 7.1 6 1,620 64
護岸工　L=500m　H=2.3m
平成28年度～令和４年度

県
農
・
農

613 津吉
防災重点
ため池

津吉町
（井手頭溜池）

◎
下流域に人家、中学校、国道があり、仮に決壊した場合２次
被害が想定される。少量ではあるが、漏水が確認される。

16
○

4.4 1
1

(5,400㎥)
南部中学校

国道
370
市道
740

540 50

整備計画はない。
下流域に人家、中学校、国道があり、
仮に決壊した場合2次被害が想定される
ことからハザードマップを作成した。

県
農
・
農

614 津吉
防災重点
ため池

津吉町
（六郎松溜池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

16
○

2.8 0.4
1

(5,000㎥)

国道
110
市道
300

250 30

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

615 津吉
防災重点
ため池

前津吉町
（黒岩溜池）

◎
漏水量232L/min/100mが確認される。施設の老朽化も著しく
下流域には人家があることから仮に決壊した場合２次被害が
想定される。

15
○

2.5 0.8
1

(7,600㎥)

県道
120
市道
400

100 15

整備を予定している。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

616 津吉 急傾斜
前津吉町
1367-3
1367-4

◎
急傾斜地の法面が崩壊し危険な状況となっており、豪雨時に
は注意を要する。

15 0.1 3
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業で
令和元年に整備予定。

建

617 津吉
防災重点
ため池

神船町
（田端の下溜池）

◎
下流域に国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 2.1
1

（100㎥）
国道
400

210

整備計画はない。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

618 津吉
防災重点
ため池

津吉町
（針木溜池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 4.5 0.1
1

（8,000㎥）

国道
100
市道
100

350 4

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

619 津吉
防災重点
ため池

辻町
（中潟溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 2.7 2.5
1

（1,700㎥）
市道
400

300 7

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

620 津吉
防災重点
ため池

西中山町
（第一助成溜池）

◎
下流域に国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 8.3
1

（1,5000㎥）

国道
120
市道
60

740

整備計画はない。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

621 津吉
防災重点
ため池

西中山町
（第二助成溜池）

◎
下流域に国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 9.3
1

（5,000㎥）

国道
120
市道
60

800

整備計画はない。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

622 津吉
防災重点
ため池

西中山町
（川頭溜池）

◎
下流域に国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

〇 7.1
1

（5,000㎥）

国道
120
市道
60

500

整備計画はない。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

623 津吉
防災重点
ため池

神ノ川町
（神の川溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 3.7 0.6
1

（9,000㎥）
県道
200

500 6

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

1
1
1
0



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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624 津吉
防災重点
ため池

田代町
（堀田溜池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 9.2 1.7
1

（5,700㎥）
津吉小学校

国道
110
県道
170
市道
160

1,030 5

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

701 志々伎 急傾斜 早福地区里 ●

早福町456-1(里崎武徳宅27-1150)から早福町255(里崎明人宅
27-1468)裏一帯。
元年の大雨で里崎公俊宅付近が崩壊した。裏山が高いうえ、
岩の上に土が載っているため大雨時崩落のおそれがある。

16
○

市道
230

70 19
急傾斜地崩壊防止事業
平成12年度完了（県）

田

702 志々伎 急傾斜 向月地区 ●
野子町4228（吉岡藤重宅　27-1682）裏一帯。
家屋裏山からの流水がひどいため豪雨時には崩壊のおそれが
あり、注意を要する。監視中

17
○

19.0 0.4
市道
100

5

災害関連緊急急傾斜事業
平成７年度工事完了（県）
急傾斜地崩壊防止事業
平成13年度工事完了（市）

田

703 志々伎 急傾斜 大志々伎町興宇佐地区 ●
大志々伎町1277(小田切貞夫宅27-1761)から大志々伎町
1023(山口明彦宅27-0765)裏一帯。
家屋裏の崖地が豪雨時崩壊のおそれあり、注意を要する。

17
○

0.4 0.4 0.6 公民館1
市道
380

19
急傾斜地崩壊防止事業
平成14年度完了（県）
平成21年度完了（市）

田

704 志々伎 山崩れ 早福地区 ●
森林が荒廃し、山腹倒壊の危険あり、土石流により下方農
地、集落に被害が予想される。

16
○

40.0 22.0 500 66
集落水源山地整備事業
平成12年度完了

県
林

706 志々伎 地すべり 小田町船越地区 ◎
小田町89(宮崎伊平治宅27-1729)裏山が崩壊しており、今後
の豪雨時に更に崩壊のおそれあり、注意を要する。

17 5 監視中（平成10年度～） 建

707 志々伎 ため池 無代寺町大池 ●
永年にわたり土砂が堆積し、豪雨時において洪水調整機能
が、著しく低下しており、堤体崩壊の危険性がある。

16
○

6.0 0.03 600 1
平成９年度対策工事完了
監視中

県
農
・
農

708 志々伎 砂防 早福地区椿山川 ●
平成元年７月・９月の豪雨により、渓岸崩壊浸食が発生し、
耕地に多大の被害及び本川に異常埋塞。

16 0.8
第1種漁港

400m
市道
500

20 平成元年～平成３年度 田

709 志々伎 砂防 早福地区火岳川 ●
平成10年に崩壊し、風化がすすんでいるため豪雨時崩壊のお
それがある。

16 2.9
公民館1
漁港1

市道
1,200

31 平成11年度～平成13年度 田

710 志々伎 急傾斜 志々伎町岡地区 ●
志々伎町1312(竹山清次宅27-0191)から志々伎町1321(宮田貞
満27-1814)宅裏大雨時に崩壊のおそれ（志々伎小学校体育館
下）

17 0.5 0.5
市道
200

50 5
漁港集落環境整備事業全体事業は19年
度完了（防災事業は平成16年度完成）

水

711 志々伎 地すべり 大志々伎地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ38.８.30
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

17
○

0.5 4 0.15 0.05
昭和39～44年度地すべり対策事業実施
監視中

県
農
・
農

712 志々伎 地すべり 立石地区 ●
地すべり区域指定　Ｓ37.２.14
地すべり的なクラック等の徴候があるので、豪雨時には注意
を要する。

17
○

9.8 8.27 0.19 7.3
昭和33～37年度地すべり対策事業実施
監視中

県
農
・
農

713 志々伎 地すべり 宮の浦 ○

平成元年9月12日～13日にかけて集中豪雨により地滑りが発
生し、民家が一戸全壊、三戸半壊した。現在、墓地に亀裂が
生じ、墓石の一部が傾いており、大変危険である。大雨が降
れば地すべりが拡大する危険性があるため監視中である。

18 3.8 2.1 1.5 公民館 市道 64
平成元年～4年度対策工事済
平成12年度から工事実施

県
農

714 志々伎 山崩れ 早福町江川地区 ●
平成23年8月23日の豪雨により、早福町(元吉組会社事務所及
び倉庫)裏山一帯が山崩れした。大雨時には下側の漁協冷蔵
庫及び荷揚場まで影響が及ぶ危険性がある。

16 1 0.5
事務所1戸
倉庫1棟
漁協施設

県営復旧治山事業
平成24年度完了

県
林
・
農

715 志々伎 山崩れ 野子町裸崎地区 ●
平成23年8月23日の豪雨により、野子町4468(藤澤修氏養殖施
設)裏山一帯が山崩れした。大雨時には下側の漁港施設まで
影響が及ぶ危険性がある。

17 0.5
養殖施設1

棟
漁港施設

県営自然災害防止事業
平成24年度完了

県
林
・
農

716 志々伎
防災重点
ため池

無代寺町
（重箱溜池）

●
施設の老朽化が著しく下流域には市道があることから仮に決
壊した場合2次被害が想定される。

15
○

18.2
1

(9,000㎥)
市道
100

令和２年度整備完了
下流域に市道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

津吉地区　23箇所

1
1
1
1



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

717 志々伎
防災重点
ため池

船木町
（上船木溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

18
○

2.5 0.2
1

(10,000㎥)

県道
100
市道
450

350 10

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

718 志々伎
防災重点
ため池

野子町
（福良溜池）

◎
周辺に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想定
される。少量であるが漏水が確認される。

18
○

3.3 0.3
1

(57,000㎥)

県道
70

市道
500

610 6

整備計画はない。
周辺に人家、県道があり、仮に決壊し
た場合2次被害が想定されることからハ
ザードマップを作成した。

県
農
・
農

719 志々伎
防災重点
ため池

志々伎町
（山ノ田溜池）

◎
下流に人家や市道があり仮に決壊した場合、２次被害が想定
される。

17
○

2.6 3.5
1

(15,000㎥)
志々伎漁港

市道
240

500 55

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成をした。

県
農
・
農

720 志々伎
防災重点
ため池

志々伎町
（矢櫃川内溜池）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 2.4
1

（8,000㎥）
志々伎小学

校

国道
100
市道
100

500 1

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

721 志々伎
防災重点
ため池

志々伎町
（鎌の首溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 1.1
1

（6,000㎥）
市道
60

460 1

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

722 志々伎
防災重点
ため池

志々伎町
（新池溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 1.3
1

（7,000㎥）
市道
60

460 1

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

723 志々伎
防災重点
ため池

志々伎町
（甲の上(墓の後）溜
池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 1.5
1

（2,200㎥）
市道
100

160 5

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

724 志々伎
防災重点
ため池

小田町
（古尾筒溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 2.0
1

（1,600㎥）
県道
100

460 4

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

725 志々伎 山崩れ 野子町 ●
渓流に多量の不安定な土石が堆積しており、豪雨時に下流の
宅地及び市道へ流出し被害が発生している。

1
市道
10

3
県営災害関連緊急治山事業
令和元年度完了

県
林
・
農

726 志々伎 山崩れ 野子町 ●
令和元年８月豪雨により、野子町2652-2宅地裏山が崩壊し、
住宅が一部崩壊する被害が発生した。斜面勾配が急であり、
豪雨時には更に崩壊する恐れがある。

0.1
県道
10

2
県営自然災害防止事業
令和２年度完了

県
林
・
農

727 志々伎 山崩れ 野子町 〇
渓流に多量の不安定な土石が堆積しており、豪雨時に流出
し、下流の市道及び県道に被害を及ぼす恐れがある。

1

県道
30

市道
20

88
県営予防治山事業
令和２年度より工事着手

県
林
・
農

728 志々伎
防災重点
ため池

野子町向月地区（柳ノ
又溜池）

◎
施設の老朽化が著しく漏水が有り、下流域には県道があるこ
とから仮に決壊した場合2次被害が想定される。

10.3
1

（4,000m3）
県道
300

500

整備計画を検討している。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

801 生月 地すべり
松本地区
支所南方0.6㎞

○
現在微動あり、クラック等が発生しており、豪雨長雨時には
警戒を要する。

2
○

12 136 2 5 学校1 1,000 109
昭和38年2月27日指定
平成13年事業完了　監視中

県
農

802 生月 地すべり
佳路地区
支所南方3.0㎞

○
排水路の暗渠部分（コルゲート管）が腐食し陥没を起こして
いる。又腐食箇所より漏水し地すべりを誘発する危険性があ
る為警戒を要する。

3
○

11.7 71.7 178 13
役場1
学校1

保育所2
5,880 836

昭和38年8月30日指定
昭和43～53年度対策工事実施
平成9年度より対策工事実施　監視中

県
農

803 生月 地すべり
森岳崎地区
支所北方1.0㎞

○
現在微動箇所があり、クラック等が見受けられ豪雨長雨時に
は警戒を要する。

2
○

19.0 108 7.6 1 公民館1 10,300 5,200 330
昭和38年8月30日指定
昭和62年度より対策工事実施　監視中

県
農

志々伎地区　27箇所

1
1
1
2



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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位　　置災害区分

804 生月 地すべり
里堺目地区
支所南方0.3㎞

●
農地、農業用施設、家屋、宅地等に亀裂、段差が発生してお
り、豪雨長雨時には警戒を要する。

2
○

19.5 142.3 19 9

学校1
保育所2
公民館1

レストラン1

工場2

4,980 5,550 603

昭和38年8月30日指定
昭和48～56年対策工事実施中
昭和62年度より対策工事実施
平成19年度完了

県
農

806 生月 急傾斜
小守地区
支所南方1.0㎞

● 降雨時に崩落あり注意を要する。 2 1.5 1.5 0.2 工場2 100 1
平成7年に法面吹付工事完了
監視中

建

807 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（ヨクロー溜池）

●
対策工事を実施しているが、上流部に渋柿ため池があるため
大雨等の異常気象には注意が必要。下流域に人家、県道があ
り、仮に決壊した場合2次被害が想定される。

2
○

10.7 0.8
1

(21,000㎥)
海岸

県道
180
市道
1,200

1,400 9

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

808 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（幸四郎溜池）

●
対策工事を実施しているが、上流部に有田溜池があるため大
雨等の異常気象には注意が必要。下流域に人家、県道があ
り、仮に決壊した場合2次被害が想定される。

2
○

0.8 20.5 7.4
1

(9,000㎥)
公民館

県道
470
市道
2,270

3,600 190

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

809 生月 ため池
榎田ため池
支所北方1.7㎞

○
堤体が道路兼用で老朽しており今後の豪雨時には注意を要す
る
　貯水量9,000㎥

2
○

0.8 25.4 2.1 1 0.6 1,800 2,300 52
昭和59年放水路を改修
平成23年ため池等整備事業予定
監視中

県
農

810 生月 ため池
コーソコため池
支所西方1.0㎞

☆
堤体が道路を兼用しているので豪雨時には警戒を要する。
　貯水量6,000㎥

2
○

11.0 1.2 0.5 130 480 4
昭和62年災害復旧一部改修
平成6年ため池等整備事業により部分的
に改修

農

811 生月
防災重点
ため池

生月町山田免
（渋柿溜池）

●
対策工事を実施しているが、下流域に人家、県道があり、仮
に決壊した場合2次被害が想定される。

2
○

1.2 30.0 2.0
1

(29,970㎥)
生月病院

県道
320
市道
1,600

3,200 11

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを整備した。

県
農
・
農

813 生月
防災重点
ため池

生月町山田免
（犬場溜池）

◎
堤体は老朽化し不安定であり豪雨時においては注意を要す。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

3
○

3.5 1.0
1

(12,000㎥)
舘浦漁港

県道
270
市道
340

650 85

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを整備した。

県
農
・
農

814 生月
防災重点
ため池

生月町山田免
（上田溜池）

◎
堤体は老朽化し不安定であり豪雨時においては注意を要す。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

3
○

5.4 1.0
1

(4,000㎥)
舘浦漁港

県道
270
市道
400

1,100 88

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

815 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（平田溜池）

●
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

2
○

0.8 10.5 10.0
1

(34,000㎥)
生月支所
舘浦漁港

県道
740
市道
1,500

700 70

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

816 生月 ため池
落木場ため池
支所南方2.4㎞

☆
樋管より漏水している、又堤体が道路を兼用しているので今
後、豪雨時には警戒を要する。
　貯水量167,000㎥

3
○

7.0 15 0.6 1 2.5 1,500 2,000 5
昭和53年ため池等整備事業実施
監視中

県
農

817 生月 ため池
生月第二ため池
役場北方3.5㎞

●
堤体が老朽化し、樋管部及び放水路から漏水が見られる。
又、道路兼用のため豪雨時には警戒を要する。

2
○

1.0 35.0 2.0 3,500 800 35
昭和28、40年一部改修
監視中

県
農

819 生月 山くずれ
岳ノ平地区
生月町壱部

● 強風、豪雨により、山腹内の石礫が落下している。
2
○

1.4 0.4 0.4 400 11
平成12年事業完了
監視中

県
林

820 生月 急傾斜 生月町日草地区 ●
生月町山田免937-1から939-2の裏山一帯が一部崩壊してお
り、今後の豪雨時には更に崩壊のおそれがある。

3 0.04 1
県営予防治山事業
平成24年度完了

県
林

821 生月 地すべり 生月町谷内地区 ◎
生月町壱部5239-4から5242-1の裏山一帯の石垣が膨らんでい
る状況にある。裏山と家屋が接近したいるため豪雨時には注

1 0.05 4
県営自然災害防止事業
平成22年度完了

県
林

822 生月 山崩れ 生月町御崎元浦地区 ●
裏山と家屋とが接近しており、石礫が落下している。下方は
港となっており、豪雨時には、崩壊の恐れがあり警戒を要す
る。

2 0.1 漁港施設 2
平成21年御崎漁港施設背後法面崩壊対
策工事完了

水

823 生月 山崩れ 農道生月西海岸線 ○
西海国立公園内の農道全体に石礫落下及び法面崩壊の恐れが
あり、この道路は2車線で観光目的のバスやマイカー等がよ
く通行するため、注意を要する。

2・3
農道
L=9km

法面崩壊防止について、平成23年～27
年農村災害対策整備事業予定。
落石について、平成22年に一部落石防
止網対策を実施する予定。今後未施工
地区の検討を要する。

県
・
農

824 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（金石田溜池）

●
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

2
○

1.3 3.6 3.9
1

(4,000㎥)
生月支所
舘浦漁港

県道
250
市道
850

300 25

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

1
1
1
3



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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825 生月 ため池
山頭のため池
支所南西2.3km

◎ 堤体が老朽化しており、豪雨時には注意を要する。 3 2.1 120 230 10
H25～H27農村災害対策事業にて改修を
実施予定

県
・
農

826 生月
高潮・津

波
生月町壱部地区漁港海
岸

●
津波、高潮時に、海岸開口部から波が浸入するおそれがあ
り、注意を要する。

1 1 2
2,147
(管理
用)

海岸自然災害防止事業
平成27年度対策工事完了

県
・
漁

827 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（有田溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 16.7 8.7
1

（54,000㎥）

県道
400
市道
760

115

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

828 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（上堤溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 7.2
1

（32,000㎥）

県道
100
市道
360

600 1

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

829 生月
防災重点
ため池

生月町里免
（上川池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 1.1 4.1
1

（1,700㎥）
生月支所

県道
180

2.5 27

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

830 生月
防災重点
ため池

生月町山田免
（吉永溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 4.7 1.9
1

（1.900㎥）
山田小学校

県道
220
市道
200

630 60

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

831 生月
防災重点
ため池

生月町山田免
（佳路池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

〇 3.0 1.9
1

（1,000㎥）
舘浦漁港

県道
220
市道
300

500 64

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

901 田平
急傾斜地

崩壊
田平町古梶免水口 ◎

古梶公民館一帯
地表は風化作用を受け一部粘土化し斜面が常時湿り気をおび
又、湧水がある。崩壊履歴として古い崩壊地がある。

5 0.7 0.3 0.1 公民館
市道
140

2 監視中 建

902 田平
急傾斜地

崩壊
田平町深月免宮ノ元 ◎

深月公民館裏手一帯
亀裂が開口しており落石、浮石が点在する。

3 0.1 0.2
公民館
消防団

市道
110

3 監視中 建

903 田平
急傾斜地

崩壊
田平町深月免堂ノ坂 ☆

深月区谷口喜八郎宅付近一帯
地形の状況としてオーバーハングがあり古い崩壊から新しい
崩壊がある。又、常時湧水があるが斜面は乾燥している。

3
○

0.2 0.02 0.3
市道
150

9
H6.11.18指定
昭和60年・平成7年～平成8年一部対策
工事済（県）

田

904 田平
急傾斜地

崩壊
田平町深月免深月 ☆

深月区山崎酒店付近一帯
表面に、風化・亀裂が発達した岩があり、亀裂間隔が30～
50cm程度である。

3
○

0.2 0.3
市道
125

9

S51.11.9指定
S60・H7～H8現場打法枠工・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ
S60ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
H7～H8落石防護柵工事実施（県）

田

905 田平
急傾斜地

崩壊
田平町深月免深月 ☆

急傾斜地6-5-4の近接
崩壊地は認められないが、オーバーハングがあり亀裂間隔が
30～50cm程度の軟岩がある。

3
○

0.6 0.2
市道
85

9
S51.11.9指定
S52～H8ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠・現場打法枠・ﾓﾙﾀ
ﾙ吹付・重力式擁壁・ｽﾄﾝｶﾞｰﾄﾞ工事実施

田

906 田平
急傾斜地

崩壊
田平町下寺免生向 ☆

生向漁港集落部一帯
強風化岩であり、軟岩の上に礫混り土･砂質度が堆積してい
る状態であり、斜面中部に古い崩壊地がある。

1 1.7 0.1 0.3
市道
190

5
S58かご工･ｱﾝｶｰ付土留擁壁・ﾌﾘｰﾌﾚｰﾑ・
土留擁壁
H9土留擁壁工事実施（県）

田

907 田平
急傾斜地

崩壊
田平町小手田免八幡崎 ☆

平戸大橋管理事務所の西部海岸に位置する斜面部であり、風
化･亀裂が発達した岩がある。

1 0.2 0.1
平戸大橋管
理事務所

H1～落石防護柵・ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工事実施
（県）

田

908 田平
急傾斜地

崩壊
田平町小手田免八幡崎 ☆

八幡神社から漁協にかけた一帯
亀裂が発達・開口しており落石・浮石が点在する。
湧水が常時あり古い崩壊地がある。

1 1.1 0.4
国道
195

11 S54～S55落石防護柵設置（県）
建
・
田

909 田平
急傾斜地

崩壊
田平町山内免日の浦 ☆

高橋酒造跡地の急傾斜地帯。
平成13年度迎町川の改修を行い水の越流の防止対策済みであ
るが豪雨時には注意を要する。

1
○

1.2 0.7
報恩寺

北浦旅館
公民館

国道
110
市道
120

30
S56.9.1指定
S56～重力式擁壁・落石防護柵工事実施
（県）

田

910 田平
急傾斜地

崩壊
田平町山内免山内 ☆

田平土木事務所手前、右手側
市道沿いの石積が膨らみだし、崩落すれば道路封鎖が予想さ
れる。

1 0.1 0.3
市道
110

6 H21年補強ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁施工(市) 建

生月地区　28箇所

1
1
1
4



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工

山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

911 田平
急傾斜地

崩壊
田平町山内免日の浦 ☆

城山展望所から日の浦公民館に至る急な谷間。
表面に風化・亀裂が発生した岩があり斜面全体に凹凸があ
る。又、常時湧水があり豪雨時には注意を要する。

1
○

2.7 1.9
報恩寺
公民館

森田旅館
56

S45.6.9指定
S54～S55現場打法枠工・円形法枠工・ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ擁壁・落石防護柵
H9現場打法枠工工事実施（県）

田

912 田平
急傾斜地

崩壊
田平町山内免城山 ●

青洲会病院裏に位置し、県道と病院に挟まれた斜面部
平成15年5月の豪雨で一部崩落、今後も崩落のおそれがあり
注意を要する。

1 0.3 0.3
老人保健施設
青州会病院

県道
150

2

S56～ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾓﾙﾀﾙ吹付・ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁
工事実施（県）
急傾斜地崩壊防止事業
平成16年～平成22年度事業（市）

田

913 田平
急傾斜地

崩壊
田平町野田免野田 ◎

愛恵会田平保養院裏手の傾斜地
風化・亀裂が生じた岩があり、古い崩壊地が見受けられる。
一部風化作用を受けており、常時湧水も見受けられる事から
豪雨時には注意を要する。

1 0.9 0.2 0.1
医療法人
愛敬会

愛恵病院
7 監視中 田

915 田平
急傾斜地

崩壊
田平町大久保免釜田 ●

釜田公民館北部に位置する傾斜地
地表は、礫混り土･砂質土であるが地質の風化状況から視る
と岩質は非常に堅硬で新鮮であり、降雨時に湧水がある事か
ら豪雨時には注意を要する。

2
○

0.4 0.4
市道
280

12
S45.12.1指定
S56円弧ﾌﾞﾛｯｸ・落石防護柵・ｺﾝｸﾘｰﾄ擁
壁工事実施（県）

田

916 田平
急傾斜地

崩壊
田平町大久保免釜田 ●

釜田公民館南部に位置する傾斜地
地表は、亀裂が発達・開口しており落石・浮石が点在する。
降雨時に湧水がある事から豪雨時には注意を要する。

2
○

0.5 0.2 0.6
市道
345

18
S45.12.1指定
S55～S56ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁・落石防護柵・円
弧ﾌﾞﾛｯｸ・ﾓﾙﾀﾙ吹付・ﾌﾞﾛｯｸ積工事実施

田

917 田平
急傾斜地

崩壊
田平町山内免山内 ◎

国道から釜田漁港への入り口表面に、風化・亀裂が発達した
岩があり、亀裂間隔が30～50cm程度ある。降雨時に湧水があ
る事から豪雨時には注意を要する。

1 0.3 0.04 0.5 浄水場

国道
40

市道
140

14 監視中
田
・
建

918 田平
急傾斜地

崩壊
田平町大久保免釜田 ●

釜田公民館の対岸に位置する。
表面に、風化・亀裂が発達した岩があり、降雨時に湧水があ
る事から豪雨時には注意を要する

2
○

1.2 0.1 1.0 民宿黒門
市道
295

13
S45.12.1指定　S53～S54円弧法枠・ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ擁壁・落石防護柵・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工事実
施（県）

田

919 田平
急傾斜地

崩壊
田平町以善免ﾅｶｴﾝ原 ☆

旧以善公民館跡地背後地。
斜面部が常時しめっており新しい崩壊地もある事から豪雨時
には注意を要する。

3 0.08 0.08 旧公民館
県道
15

1 S60　ﾌﾞﾛｯｸ積工事実施（県） 田

920 田平
急傾斜地

崩壊
田平町小手田免鴫山 ☆

県立北松農業高等学校校舎下部法面部
崩壊地・湧水等は見受けられないが斜面部の対策がないまま
上部に建造物があることから豪雨時には注意を要する。

1 0.07 0.009 北松農業高校
県道
35

2
H1～H2ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工事実施
（県）

田

921 田平
急傾斜地

崩壊
田平町下亀免高野 ◎

円通寺背面斜面
背面斜面に新しい崩壊跡があり、寺院下部に保育園がある事
から豪雨時には注意を要する。

4 0.08 0.1 円通寺 監視中
建
・
田

922 田平
急傾斜地

崩壊
田平町下亀免松原 ☆

東小学校一帯
小学校裏手一帯が砂岩で岩が露出しており崩壊跡もある事か
ら豪雨時には注意を要する。

4 0.07 0.1
東小学校
公民館

国道
170
市道
125

6
S44.5　S47.7井桁擁壁
H7.9ﾌﾞﾛｯｸ積工事実施（県）

建
・
田

923 田平
急傾斜地

崩壊
田平町山内免日ノ浦 ◎

城山展望台から青州会病院上県道に至る傾斜
30°以上の傾斜地の上下に崩壊危険区域が設定されており、
豪雨時には注意を要する。

1 0.7 0.2 6 監視中 田

924 田平 地すべり
田平町小手田免
八幡浦

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 2.1 0.1 1.1
病院

駐在所

国道
240
市道
210

22 監視中 建

925 田平 地すべり
田平町山内免
日ノ浦

☆
国土交通省指定地域(日ノ浦)
県工事により一部、法枠工により法面保護を行う。

1
○

17.0 2.4 7.0 1

駐在所
消防倉庫
公民館
郵便局
病院
旅館

国道
530
県道
620
市道
620

138
告示年月日S36.5.17
指定面積6.70ha
監視中

田

926 田平 地すべり
田平町山内免
野田

☆ 国土交通省指定地域(野田)
1
○

10.8 1.9 3.2
医療法人
愛敬会

愛恵病院

県道
440
市道
490

41
告示年月日S36.5.17
指定面積6.80ha
監視中

田

1
1
1
5



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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927 田平 地すべり
田平町小手田免
小手田１

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 3.0 8.0 1.9 3
MR80
橋
池

国道
250
県道
280
市道
750

620 15 監視中（平成15年度～） 建

928 田平 地すべり
田平町小手田免
小手田２

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 9.7 26.2 0.4
MR1210

橋

国道
1,150
市道
690

1,650 11 監視中（平成15年度～） 建

929 田平 地すべり
田平町下寺免
江里

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 9.0 4.7 0.8 1 池土手部
市道
1,080

20 14 監視中（平成15年度～） 建

930 田平 地すべり
田平町荻田免
丸尾

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 5.3 4.9 0.3 橋
市道
660

710 3 監視中（平成15年度～） 建

931 田平 地すべり
田平町荻田免
桜久保

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 14.1 11.2 0.5 橋
市道
950

720 6 監視中（平成15年度～） 建

932 田平 地すべり
田平町荻田免
荒平

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1･2 14.0 9.2 0.1
公民館
MR640
橋

国道
540
市道
1,000

970 3 監視中（平成15年度～） 建

933 田平 地すべり
田平町荻田免
横立

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 12.3 15.4 0.8 1
ダム
橋
池

国道
740
市道
1,180

810 17 監視中（平成15年度～） 建

934 田平 地すべり
田平町深月免
馬ノ元

☆ 国土交通省指定地域(馬ノ元)
3
○

6.7 5.5 2.9 1
駐在所
郵便局

池

国道
670
市道
590

620 37
告示年月日H3.3.30
指定面積9.40ha
監視中

田

935 田平 地すべり
田平町荻田免
川内

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

2 17.8 9.6 0.4
MR860
橋

国道
610
市道
1,360

1,070 2 監視中（平成15年度～） 建

936 田平 地すべり
田平町荻田免
天神塚

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

2 13.8 30.3 2.7 1

公民館
MR1,200

橋
池

国道
800
市道
830

1,940 25 監視中（平成15年度～） 建

937 田平 地すべり
田平町荻田免
小手田３

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 5.6 13.2 0.3
MR540
橋

国道
300
市道
570

740 4 監視中（平成15年度～） 建

938 田平 地すべり
田平町荻田免
郷通

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

2 9.2 12.9 0.4 2 池
市道
520

5 監視中（平成15年度～） 建

939 田平 地すべり
田平町里免
ニレノ木

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

4 13.3 37.1 2.3 2

公民館
MR140
橋
池

国道
170
市道
2530

1,080 22 監視中（平成15年度～） 建

940 田平 地すべり
田平町下亀免
下亀１

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

4 21.9 16.8 0.8
MR150
ダム

国道
220
市道
1,380

500 11 監視中（平成15年度～） 建

941 田平 地すべり
田平町上亀免
上亀１

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

4.5 16.0 14.1 0.5 橋
市道
1,890

970 5 監視中（平成15年度～） 建

942 田平 地すべり
田平町上亀免
上亀２

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

5 17.8 13.4 0.3 1
橋
池

市道
1,070

580 2 監視中（平成15年度～） 建

1
1
1
6



３－１　災害危険箇所一覧表 工事状況：●工事完了　〇工事中　◎未実施　☆一部施工
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943 田平 地すべり
田平町上亀免
上亀３

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

5 12.8 10.2 0.2 4 池
市道
1,100

320 2 監視中（平成15年度～） 建

944 田平 地すべり
田平町上亀免
上亀４

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

5 9.3 8.9 0.9 3 池
市道
890

430 8 監視中（平成15年度～） 建

945 田平 地すべり
田平町上亀免
上亀５

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

5 37.0 23.6 1.2 2
公民館

橋
池

市道
3,020

1,500 14 監視中（平成15年度～） 建

946 田平 地すべり
田平町下亀免
下亀２

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

5 27.9 31.4 1.3 3

小学校
保育所
公民館
MR460
池
橋

国道
450
市道
3,550

1,650 23 監視中（平成15年度～） 建

947 田平 地すべり
田平町小崎免
小崎１

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

5 33.9 10.5 2.4 1
MR1,000

池

国道
930
市道
2,280

1,230 21 監視中（平成15年度～） 建

948 田平 地すべり
田平町小崎免
鎮守の元

☆ 国土交通省指定地域(鎮守の元)
5
○

11.0 23.3 0.1 1 池
市道
750

1,520
告示年月日S36.5.17
指定面積5.81ha
監視中

田

949 田平 地すべり
田平町田代免
平松

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

4･5 38.3 17.9 2.9 7
公民館

池
市道
3,970

22 監視中（平成15年度～） 建

950 田平 地すべり
田平町以善免
迎

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

3
○

12.1 10.0 0.7 1 池
市道
1,560

4 監視中（平成15年度～） 建

951 田平 地すべり
田平町以善免
宮ノ谷

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

3
○

12.3 10.1 1.4
市道
1,050

10 監視中（平成15年度～） 建

952 田平 地すべり
田平町下寺免
梶木

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

1 4.0 5.1 0.4 4 池
市道
360

3 監視中（平成15年度～） 建

953 田平 地すべり
田平町小手田免
唐舟

☆ 国土交通省指定地域(唐舟)
1
○

9.5 2.3 0.6
市道
590

3
告示年月日S36.5.17
指定面積6.70ha
監視中

田

954 田平 地すべり
田平町下寺免
青砂崎

●
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
平成18年9月の豪雨により地滑りが発生した。

3 14.1 16.0 0.5 1 池
市道
950

8

災害復旧事業（市道）
平成18年度より工事実施中
平成20年度完了
(市)大型ﾌﾄﾝｶｺﾞ工 L=304.0m　ｱﾝｶｰ工
n=18　横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 n-11　水路工
L=299
監視中（平成15年度～）

建

955 田平 地すべり
田平町下寺免
大切

◎
平成11年～平成13年調査により地すべり危険箇所に認定
平成15年3月28日公表
現在監視中であり豪雨時注意を要する。

3 15.0 6.0 0.5 2 池
市道
970

9 監視中（平成15年度～） 建

956 田平 地すべり 田平町下寺免生向 ● 平成16年度対策工事実施済　　監視中
1
○

3.0 9.9 0.3

県道
100
市道
600

水路 20

排水ボーリング
杭打工
山腹排水路溝
平成15年度概成　監視中

県
林
・
農

957 田平
防災重点
ため池

田平町福崎免
（茅場溜池）

◎
堤体は老朽化しており一部漏水が見られる。下流域に人家、
市道があり、仮に決壊した場合2次被害が想定される。

5
○

5.5 0.4
1

(13,000㎥)
一六漁港

市道
100

500 3

整備を予定している。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

958 田平 ため池 田平町下寺免堤床 ●
堤体が老朽化しており一部漏水が見られる。豪雨時には注意
を要する。　貯水量40,000㎥

3 0.5 2.8 0.1
市道
300

水路
400

4
平成21年度堤体及び漏水箇所の補修工
事を実施。

農

1
1
1
7
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959 田平 地すべり 田平町深月免 ◎

深月地区急傾斜地に囲まれた緩勾配の法面
人工石積みが5mを超え一部沈下・亀裂が生じているため、万
一地すべりを起こした場合、下の家屋が危険にさらされる恐
れがある。

3 0.3 100 15 監視中（平成19年度～） 建

960 田平
高潮・津

波
田平町大久保免後平 ◎

波返施設が無いため台風などの強風と満潮が重なると市道に
越波し車両通行が危険な状態にある。また、背後の住宅にも
波浪の影響が大きく及んでいる。また、石積護岸が老朽化し
護岸洗掘の危険性が大である。

2
市道
290

4 平成21年度対策工事予定 田

961 田平 港湾
田平町岳崎地区
(久吹港)

●
防波堤の基礎部分が洗掘されており、波浪により崩壊し背後
の施設が被災する恐れがある。

5 1
市道
100

自然災害防止事業
平成27年度対策工事完了

県
港

962 田平 高潮
田平町小手田免字
八幡崎（八幡地区海岸
一帯）

〇
海岸施設が未整備のため、台風時及び荒天時の波浪により、
既設石積が洗掘され、背後地が被災する恐れがある。

1 0.3 0.1
田平港
0.1ha

1

県の自然災害防止事業と護岸背後の道
路事業を、平戸市との合併施行によ
り、長崎県が平成29年度から整備着
手。

県
港
湾

963 田平
防災重点
ため池

田平町小手田免
（鴫山溜池）

◎
堤体からの漏水が確認され、施設の老朽化も著しく下流域に
国道があることから仮に決壊した場合、２次被害が想定され
る。

1
○

15.8 2.3
1

(86,400㎥)

国道
200
市道
1,200

1,850 30

整備を予定している。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

964 田平
防災重点
ため池

田平町本山免
（焼山溜池）

◎
堤体からの漏水が確認され、施設の老朽化も著しく下流域に
国道があることから仮に決壊した場合、２次被害が想定され
る。

2
○

28.0
1

(45,000㎥)
松浦鉄道

国道
200
農道
1,200

3,600

整備を予定している。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることからハザー
ドマップを作成した。

県
農
・
農

965 田平
防災重点
ため池

田平町下亀免
（堀田溜池）

◎
下流域に松浦鉄道、国道があり、仮に決壊した場合２次被害
が想定される。

4
〇

5.8
1

（42,000㎥）
松浦鉄道200

国道
70

1,000

整備計画はない。
下流域に松浦鉄道、国道があり、仮に
決壊した場合2次被害が想定されること
から浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

966 田平
防災重点
ため池

田平町荻田免
（横立溜池）

◎
下流域に国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想定され
る。

2
〇

8.6
1

（30,000㎥）
国道
90

1,600

整備計画はない。
下流域に国道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

967 田平
防災重点
ため池

田平町深月免
（新堤）

◎
下流域に人家、国道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

3
〇

12.3 2.0
1

（10,600㎥）
国道
400

2,300 44

整備計画はない。
下流域に人家、国道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

968 田平
防災重点
ため池

田平町小手田免
（小手田溜池）

◎
下流域に人家、市道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。

1
〇

2.4 0.1
1

（1,600㎥）
市道
400

600 4

整備計画はない。
下流域に人家、市道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

1001 大島 急傾斜 東神浦（三軒家） ●
西福寺裏から大浦和子宅裏一帯。延長Ｌ=440ｍ
平成1６年度に対策工事施行済みであるが、豪雨時には注意
を要する。

1
○

22.0 1.0
郵便局1
待合所1

寺1

市道
490

85 37
急傾斜地崩壊防止事業
平成16年度完了（県）

田

1002 大島 急傾斜 東神浦（前の辻） ●
東公民館裏から真教寺裏一帯。延長Ｌ=450ｍ
平成12年度にほぼ完了しているが、未完了のところと合わせ
て、豪雨時には崩壊のおそれがあり、注意を要する。

1
○

20.0 1.5
公民館1

寺1
格納庫1

県道
710
市道
140

23
急傾斜地崩壊防止事業
平成12年度完了（県）

田

1003 大島 急傾斜 西神浦(西片) ●
渡辺和雄宅裏から山田実宅裏一帯。延長Ｌ=500ｍ
平成12年度にほぼ完了しているが、未完了のところと合わせ
て、豪雨時には崩壊のおそれがあり、注意を要する。

1
○

20.0 1.5
公民館1
旅館1

格納庫1

市道
660

120 48
急傾斜地崩壊防止事業
平成12年度完了(県)

田

1004 大島 急傾斜 大根坂（屋東） ●
大根坂浦集落一帯。延長Ｌ=150ｍ
平成12年度に工事完了しているが、家屋の裏一帯が崖地と接
近しており、豪雨時には崖崩れのおそれがある。

4
○

0.4 漁港施設
市道
200

14
漁業集落環境整備事業
平成12年度完了（村）

水

1005 大島 急傾斜 的山（浦方） ●
正林寺下から２分団詰所裏一帯。延長Ｌ=200ｍ
工事は完成しているが、人家が多く崖地と接近しており、豪
雨時には警戒を要する。

2
○

0.1
JA事業所1

民宿1
格納庫1

市道
200
県道
100

10
急傾斜地崩壊防止事業
平成元年度完了（県）

田

田平地区　67箇所

1
1
1
8
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1006 大島 急傾斜 的山（浦の坂） ●

冨元孝志宅裏から的山天満宮下付近一帯。延長Ｌ=200ｍ
平成20年度に工事完了しているが、人家の裏山が高く急斜面
で家が接近しているため豪雨時には落石等があり、特に警戒
を要する。

2
○

1.0 0.5 神社1
市道
320

17
急傾斜地崩壊防止事業
平成18年度着工（県）
平成20年度完了

田

1007 大島 地すべり 的山地区 ●

西光寺付近から辻田集落一帯。延長Ｌ=300ｍ
工事は昭和60年度に完了しているが、豪雨時には警戒を要す
る。又、面積が広く人家も集中しており災害発生時は大規模
の可能性がある。

2
○

0.5 1.0 寺1
市道
350

37
地すべり対策事業
昭和60年度完了

田

1008 大島 地すべり 的山川内地区 ●

的山川内東部砂防ダム上部一帯にかけて、昭和61、62年の豪
雨により地すべり変動が生じ、平成元年度から9年度にかけ
て地すべり防止対策工事として施工されたが、まだ完全では
なく豪雨時には注意を要する。

2
○

0.5 2.0 0.8 砂防ダム1基
病院1

活性化セン
ター1

市道
480

100 21
地すべり対策事業
平成９年度完了（県）

田

1009 大島 地すべり 的山地区(追加) ●

的山郵便局付近からダム上部辻田地区一帯に掛けて平成5、6
年の豪雨により地すべり変動が生じ、平成7年度から15年度
にかけて地すべり防止対策工事として施工されたが、まだ完
全ではなく豪雨時には注意を要する。

2
○

1.4 1.1 1.3
郵便局1

活性化セン
ター1

市道
605

100 69
地すべり対策事業
平成15年度完了（県）

田

1010 大島 地すべり 前平地区(保育所裏) ●

本地域は、台地斜面帯よりなり保育所、学校等公共施設が集
中しており、平成2、3年にかけて地すべり変動が生じ特に保
育所の建物、擁壁等に亀裂が入り、平成4年度から施工され
安定しているもののまだ完全ではなく公共施設でもあり豪雨
時には注意を要する。

3
○

2.1 8.0 2.9 1
小中学校
保育所
ＮＴＴ

県道
620
市道
470

2
地すべり対策事業
平成5年度完了（県）

田

1011 大島 急傾斜 城山地区 ●

小松納屋横延長Ｌ=50ｍ
平成5年頃に一部崩壊し、その後小規模の落石が続き平成 11
年から12年に大規模な落石が数回あり平成13年度に仮設の防
護柵を設置したが老朽化しており対策を要する。

1
○

1.0 1
県営自然災害防止事業
平成26年度着工（県）
平成27年度完了

県
林
・
農

1012 大島
防災重点
ため池

大島村前平
（中岳溜池）

◎
一部漏水が見られる。下流域に人家、県道があることから仮
に決壊した場合、2次被害が想定される。

3
○

2.0 4.1 2.2
1

(11,700㎥)

東神浦公民
館

神浦港

県道
360
市道
650

700 75

整備計画はない。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

1013 大島
防災重点
ため池

大島村前平
（前田溜池）

●
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合2次被害が想
定される。

3
○

1.8 1.5 4.1
1

(7,400㎥)
大島支所

県道
1,170
市道
500

770 130

整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定されることから
ハザードマップを作成した。

県
農
・
農

1014 大島
防災重点
ため池

大島村前平
（長田溜池）

◎
堤体は明治時代構造されており老朽化し不安定であり豪雨時
においては注意を要す。下流域に県道があることから仮に決
壊した場合、2次被害が想定される。

3
○

3.6 9.2
1

(40,000㎥)

県道
250
市道
720

3

整備を予定している。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることからハザー
ドマップを作成した。

県
農
・
農

1015 大島 ため池 佐志宇戸池 ●
整備事業は完了しているものの、豪雨時においては注意を要
す。
　貯水量28,000㎥

3 10 200 600 整備事業済　監視中 農

1016 大島 ため池 薮田池 ☆
堤体は明治時代築造されており老朽化しており豪雨時は注意
を要す。
　貯水量36,000㎥

3 7 200 400 堤体の半分は災害にて施工済み 農

1017 大島 ため池 柳ノ元池 ●
整備事業は完了しているものの、豪雨時においては注意を要
す。
　貯水量33,000㎥

3
○

3 1 200 600 平成24年度ため池等整備事業実施済
県
農

1018 大島 ため池 水ノ元池 ◎
堤体全体は全体的に老朽し不安定であり豪雨時においては注
意を要す。
　貯水量14,000㎥

4 5 400 監視中 農

1019 大島
防災重点
ため池

大島村前平
（唐池）

◎
堤体は明治時代構造されており老朽化し不安定であり豪雨時
においては注意を要す。下流域に県道があることから仮に決
壊した場合、2次被害が想定される。

3
○

2.6
1

(5,560㎥)

県道
40

市道
80

500

整備を予定している。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

1020 大島 ため池 笛田池 ◎
堤体が老朽化し、樋管部及び放水路から漏水が見られる。
又、道路兼用のため豪雨時には警戒を要する。
　Ｖ＝40,000㎥

4 2.5 400 監視中
県
農

1021 大島 ため池
大島村的山
（轟溜池（上））

●
下流域に人家、県道があり、豪雨時においては注意を要す。
　貯水量95,000㎥

2 15 2
県道
400

500 40
整備完了。
下流域に人家、県道があり、仮に決壊
した場合2次被害が想定される。

農

1
1
1
9
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山林
（ha）

耕地
（ha）

宅地
（ha）

ため池
(箇所)

その他
道路
（m）

河川
水路
（m）

家屋
（戸）

箇所
番号

所
管
課

防止対策工事の現況地区

災害予想
分　団
及　び
県指定

現　　　　　　　況
工事
状況

位　　置災害区分

1022 大島 ため池 城ノ前池 ◎
堤体は明治時代築造されており老朽化ししており豪雨時は注
意を要す。
　貯水量3,200㎥

4
○

2 200 監視中
県
農

1023 大島 ため池 今久保池 ●
堤体は明治時代築造されており老朽化し不安定であり豪雨時
においては注意を要す。
　貯水量18,000㎥

3
○

3 200
平成28～31年度農村災害対策事業にて
改修を実施済

県
農

1024 大島 ため池 白岩池 ●
整備事業は完了しているものの、豪雨時においては注意を要
す。
　貯水量16,000㎥

2
○

4 400 平成24年度ため池等整備事業完了
県
農

1025 大島 ため池 沖山ため池 ● 整備事業は完了したものの、豪雨時には注意を要する。 2 3.2 131 H25～H28農村災害対策事業完了
県
農

1026 大島 ため池 藤畑ため池 ● 堤体が老朽化し、不安定であり豪雨時には注意を要する。 3 2.5 131
H28～H30農村災害対策事業にて改修を
実施済

県
農

1027 大島
防災重点
ため池

大島村前平
（平川山溜池）

◎ 堤体が老朽化し、不安定であり豪雨時には注意を要する。
3
○

1.2 4.4
1

(20,610㎥)
農道
200

1,000

整備を予定している。
下流域に農道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることから浸水想
定区域図を作成した。

県
農
・
農

1028 大島 山崩れ
大島村前平
通山地区

●
平成24年6月24日の豪雨により、大島村前平1372（金剛院）
裏山一帯が山崩れした。大雨時には下側の民家及び市道・県
道まで影響が及ぶ危険性がある。

1 0.01 1

市道
50

県道
50

5
県営自然災害防止事業
平成24年度完了

県
林
・
農

1029 大島
防災重点
ため池

大島村前平
（蒔の時溜池）

◎
下流域に人家、県道があり、仮に決壊した場合２次被害が想
定される。少量であるが、漏水が確認される。

3
○

1.2 5.0
1

(3,800㎥)

市道
300
県道
200

840

整備計画はない。
下流域に県道があり、仮に決壊した場
合2次被害が想定されることからハザー
ドマップを作成した。

県
農
・
農

1030 大島
防災重点
ため池

大島村的山
（轟溜池（下））

◎
下流域に人家、県道及び市道があり、仮に決壊した場合2次
被害が想定される。

2
〇

15.0 2
1

（16,360㎥）

県道
200
市道
200

500 40

整備を予定している。
下流域に人家、県道及び市道があり、
仮に決壊した場合2次被害が想定される
ことから浸水想定区域図を作成した。

県
農
・
農

1031 大島 地すべり 大島村赤葉恵地区 〇
令和元年の豪雨により地すべり変動が生じ、災害復旧工事に
より施工中。

0.4
橋梁

赤葉恵大橋
65m

市道
77

農地災害復旧事業により工事中。
（R2～R3予定）

農

大島地区　31箇所

1
1
2
0
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４－１ 災害対策出場計画表 

 
 

区 

別 

出 場 区 分 第 １ 配 備 第 ２ 配 備 第 ３ 配 備 

災害の程度 予 想 さ れ る と き 
発生し警戒防御するため常

時の体制では不能の場合 
災 害 の 発 生 

指 令 方 法 電 話 及 び 防 災 メ ー ル 電 話 及 び 防 災 メ ー ル 電 話 及 び 防 災 メ ー ル 

署
隊 

消 防 署 隊 
当務者及び所要の日勤者 

（非番者、週休者自宅待機） 

当務者及び所要の非番者 

（非番者の一部、週休者自宅待機） 
全 員 招 集 

消 
 

 
 

 

防 
 

 
 

 

団 
 

 
 

 

隊 

平
戸
地
区

（北
部
） 

第１分団 

連絡体制をとる 

団長及び地区団長は、分団

長の他所要の団員を招集す

る 

団長及び地区団長は、地域

の状況により全員招集する 

第２分団 

第３分団 

第４分団 

第５分団 

第６分団 

第７分団 

平
戸
地
区(

中
部
） 

第８分団 

第９分団 

第10分団 

第11分団 

第12分団 

平
戸
地
区(

南
部
） 

第13分団 

第14分団 

第15分団 

第16分団 

第17分団 

第18分団 

生
月
地
区 

第１分団 

第２分団 

第３分団 

田
平
地
区 

第１分団 

第２分団 

第３分団 

第４分団 

第５分団 

大
島
地
区 

第１分団 

第２分団 

第３分団 

第４分団 

備   考 

１ 平戸地区第５分団にあっては、消防長、署長又は団長の指示によるものとする。 

２ 総務、予防課長及び当務隊の属する副署長、各係長並びに各出張所長が詰める時期は

第１配備体制となった時とする。 

３ 地区団長及び副団長は第２配備体制となった時、各々の格納庫等に詰め、団長の指示

を受けるものとする。 

※ 注 この出場計画は、地震及び津波による災害が発生した場合にもおおむね適用する。

４ 消防・水防関係 
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４－２ 消防団の現況 

 
 

１ 分団の名称及び管轄区域 

分団名称 分団名 部 名 管   轄   区   域 

平戸地区 第１分団 第１部 新町、職人町、魚の棚町、戸石川町、岩の上町の一部（上大

垣、清水川の一部） 

第２部 紺屋町、木引田町、築地町、岩の上町の一部（亀岡の一

部）、鏡川町の一部（赤坂、西の久保の一部） 

第３部 宮の町、浦の町、崎方町、大久保町の一部（小川、大久保の

一部）、鏡川町の一部（田原崎の一部） 

第２分団  田助町、大久保町（小川、大久保の一部を除く全域） 

第３分団 
 

木引町、鏡川町（赤坂、田原崎、西の久保の一部を除く全

域） 

第４分団 
 

大野町、明の川内町、岩の上町（亀岡、清水川、上大垣の一

部を除く全域） 

第５分団  度島町 

第６分団  大山町、川内町、中野大久保町、水垂町 

第７分団  山中町、下中野町、古江町、坊方町、主師町 

第８分団 第１部 獅子町、大石脇町 

第２部 高越町、春日町 

第９分団  根獅子町、飯良町 

第10分団 第１部 紐差町、迎紐差町、深川町、朶の原町、草積町 

第２部 木場町（田崎、神鳥） 

第11分団  木ヶ津町、大川原町、赤松町 

第12分団 第１部 宝亀町 

第２部 木場町（木場） 

第13分団 
第１部 上中津良町、下中津良町 

第２部 敷佐町 

第14分団  堤町、猪渡谷町 

第15分団  田代町、神上町、前津吉町、神ノ川町、船木町 

第16分団 第１部 神船町、津吉町、東中山町、西中山町、辻町、無代寺町、鮎

川町、大佐志町 

第２部 早福町 

第17分団 
 

大志々伎町、志々伎町、小田町、石堂町、野子町の一部（向

月、船越） 

第18分団  野子町（向月、船越を除く） 
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生月地区 第１分団  浦北、浦南 

第２分団  御崎、壱部、堺目、元触 

第３分団  山田、舘浦 

田平地区 第１分団 
 

日の浦、野田、平戸口、山内、永田、坊田、小手田、西荻

田、南荻田、生向 

第２分団  釜田、大久保、大崎、下里、永久保、米の内、東荻田 

第３分団  深月、以善、万場、下寺、外目 

第４分団  下亀、上里、岳崎、田代 

第５分団  小崎、福崎、上亀、古梶 

大島地区 第１分団  神浦全域 

第２分団  的山全域 

第３分団  前平及び西宇戸全域 

第４分団  大根坂全域 

 

２ 階級別定員及び配置 

分団名称等 団長 
地区 

団長 
副団長 分団長 

副分 

団長 
部長 班長 団員 計 

地区

別定

員等 

本部 1 6 6   1 2 12 28 36 

平 戸

地区 

（北部） 

 

 

 

 

 

 

 

（中部） 

 

 

 

 

 

 

（南部） 

 

 

第１分団    1 1 3 7 29 41 

222 

第２分団    1 1 2 7 23 34 

第３分団    1 1 2 5 14 23 

第４分団    1 1 2 3 16 23 

第５分団    1 1 2 3 30 37 

第６分団    1 1 2 5 12 21 

第７分団    1 1 2 5 17 26 

第８分団    1 1 2 7 25 36 

190 

第９分団    1 1 2 6 25 35 

第10分団    1 1 2 6 31 41 

第11分団    1 1 2 6 28 38 

第12分団    1 1 2 7 21 32 

第13分団    1 1 2 7 21 32 

190 

第14分団    1 1 2 6 19 29 

第15分団    1 1 2 5 20 29 

第16分団    1 1 2 6 24 34 

第17分団    1 1 2 6 24 34 

第18分団    1 1 2 6 19 29 
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生月

地区 
第１分団    1 1 2 7 34 45 

175 第２分団    1 1 2 8 51 63 

第３分団    1 1 2 8 45 57 

田平

地区 

第１分団    1 1 2 6 21 31 

170 

第２分団    1 1 2 6 17 27 

第３分団    1 1 2 5 18 27 

第４分団    1 1 2 5 18 27 

第５分団    1 1 2 5 24 35 

大島

地区 

第１分団    1 1 2 5 12 21 

96 
第２分団    1 1 2 5 12 21 

第３分団    1 1 2 5 4 13 

第４分団    1 1 2 6 19 29 

合計 1 6 6 30 30 62 176 685 996 1,079 
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４－３ 防火対象物現況表 

 

区 分 

用途別 
対象物数 

(1) 
イ 観覧場等 １ 

ロ 公会堂・集会場 ２ 

(2) 

イ キャバレー等 ０ 

ロ 遊技場・ダンスホール ３ 

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ０ 

ニ カラオケボックス等 １ 

(3) 
イ 料亭・割烹 ０ 

ロ 飲食店 73 

(4)  百貨店・マーケット等 52 

(5) 
イ 旅館・ホテル 71 

ロ 下宿・寄宿舎・共同住宅 104 

(6) 

イ(1) 避難のために患者の介助が必要な病院 ２ 

イ(2) 避難のために患者の介助が必要な有床診療所 １ 

イ(3) 
上記(1)以外の病院 

上記(2)以外の有床診療所、有床助産所 
６ 

イ(4) 無床診療所・無床助産所 ９ 

ロ(1) 老人短期入所施設等 22 

ロ(2) 救護施設 ０ 

ロ(3) 乳児院 ０ 

ロ(4) 障害児入所施設 ０ 

ロ(5) 障害者支援施設等 ４ 

ハ(1) 老人デイサービス施設等 17 

ハ(2) 更正施設 ０ 

ハ(3) 助産施設、保育所等 21 

ハ(4) 児童発達支援センター等 ４ 

ハ(5) 身体障害者福祉センター等 14 

ニ 幼稚園 ２ 

(7)  学校等 73 

(8)  図書館・博物館 ９ 

(9) 
イ 蒸気浴場・熱気浴場 ０ 

ロ 公衆浴場 ２ 

(10)  車輌船舶の発着場 ０ 
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(11)  神社・寺院・教会 42 

(12) 
イ 工場・作業場 116 

ロ 映画・テレビスタジオ ０ 

(13) 
イ 駐車場 10 

ロ 飛行機の格納庫 ０ 

(14)  倉庫 88 

(15)  各項に該当しない事業場 164 

(16) 
イ 複合対象物１～４・５(イ)・６・９(イ) 69 

ロ イ以外の複合用途 35 

(17)  文化財等 11 

計  1,028 
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５ 危険物関係 

 

５－１ 危険物施設一覧 
 

事業所番号 事 業 主 体 区   分 設 置 場 所 備考 

１ 海上自衛隊 地下タンク貯蔵所 大久保町神崎上野1070  

２ (株)松岡石油店 給油取扱所 築地町513  

屋外タンク貯蔵所 岩の上町白浜  

屋外タンク貯蔵所 岩の上町白浜  

一般取扱所 岩の上町白浜  

移動タンク貯蔵所 岩の上町1256  

移動タンク貯蔵所 岩の上町1069-22  

移動タンク貯蔵所 岩の上町1069-22  

移動タンク貯蔵所 草積町石原田免1105-1  

給油取扱所 津吉町791-4  

給油取扱所 草積町石原田前1108-7  

移動タンク貯蔵所 草積町石原田前1108-7  

３ 石本石油店 給油取扱所 紐差町1052-4 休止 

４ 森石油(有) 給油取扱所 前津吉町117の1  

移動タンク貯蔵所 前津吉町117の1  

５ (有)川淵石油店 屋外タンク貯蔵所 鏡川町田原崎144  

屋内タンク貯蔵所 鏡川町田原崎144  

給油取扱所(船舶) 鏡川町田原崎144  

一般取扱所 鏡川町田原崎144  

地下タンク貯蔵所 鏡川町495  

６ 平戸市 平戸市役所 地下タンク貯蔵所 岩の上町1508の3  

平戸市 平戸斎場 地下タンク貯蔵所 深川町字平尾677の13  

平戸市 シーライフ平戸 地下タンク貯蔵所 鏡川町字冷水850  

平戸市 平戸市民病院 地下タンク貯蔵所 草積町1158-1  

７ 平戸鉄工造船(株) 屋内貯蔵所 鏡川町1272  

８ 田中米穀店 一般取扱所 戸石川町新道982の2 休止 

９ 港祐産業(有) 給油取扱所（自家用） 下中野町神曽根116の17  

屋外タンク貯蔵所 下中野町神曽根116の17  

一般取扱所 下中野町神曽根116の17  

10 平戸建設株式会社 

ニューポート石油 

給油取扱所 宮の町字宮の町647番6  

移動タンク貯蔵所 明の川内町299-5  

11 たつみ産業(株) 給油取扱所（自家用） 木場町勝負の久保777-1  

12 西肥自動車(株)平戸営業所 給油取扱所（自家用） 大久保町字山頭1258  
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13 大川テクノ(有) 給油取扱所（自家用） 大山町581の2  

14 老人ホーム光の園 地下タンク貯蔵所 大久保町325  

15 平戸市森林組合 屋外タンク貯蔵所 宝亀町91番1  

16 (資)東船具店 屋内貯蔵所 崎方町805  

17 西日本電信電話株式会社 地下タンク貯蔵所 岩の上町1507の1  

18 湯快リゾート株式会社 屋外タンク貯蔵所 川内町100  

屋外タンク貯蔵所 川内町55  

19 (有)旗松亭 

 

地下タンク貯蔵所 大久保町2520 休止 

地下タンク貯蔵所 大久保町2520  

地下タンク貯蔵所 大久保町2520  

20 （株）ニュー平戸海上ホテル 屋内タンク貯蔵所 大久保町2231番地3  

21 株式会社 彩陽 地下タンク貯蔵所 岩の上町西稗田1123-1 休止 

屋内タンク貯蔵所 岩の上町西稗田1123-1  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平戸市漁業協同組合 

（度島） 

屋外タンク貯蔵所 度島町飯盛地先  

給油取扱所(船舶) 度島町飯盛  

屋外タンク貯蔵所 度島町本村漁港埋立地  

給油取扱所(船舶) 度島町本村漁港埋立地  

一般取扱所 度島町本村  

平戸市漁業協同組合 

（薄香） 

屋外タンク貯蔵所 鏡川町薄香小浦  

給油取扱所(船舶) 鏡川町薄香  

平戸市漁業協同組合 

（獅子） 

屋外タンク貯蔵所 獅子町661-3  

屋外タンク貯蔵所 獅子町661-3  

給油取扱所(船舶) 獅子町661-4  

一般取扱所 獅子町661-4  

平戸市漁業協同組合 

（中津良） 

一般取扱所 堤町8番-2  

屋外タンク貯蔵所 堤町8番-2  

給油取扱所(船舶) 堤町8番-2  

平戸市漁業協同組合 

（本所） 

屋外タンク貯蔵所 岩の上町白浜  

給油取扱所(船舶) 岩の上町白浜  

平戸市漁業協同組合 

（津吉） 

屋外タンク貯蔵所 前津吉町332  

給油取扱所(船舶) 前津吉町332  

屋外タンク貯蔵所 大佐志町地先  

給油取扱所(船舶) 大佐志町1-4  
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23 中野漁業協同組合 

 

屋外タンク貯蔵所 古江町古江埋立地  

給油取扱所(船舶) 古江町古江埋立地  

24 志々伎漁業協同組合 

 

屋外タンク貯蔵所 木ヶ津町漁港埋立地  

給油取扱所(船舶) 木ヶ津町漁港埋立地  

屋外タンク貯蔵所 志々伎町1857の4  

給油取扱所(船舶) 志々伎町1857の4  

屋外タンク貯蔵所 野子町宮の浦埋立地  

給油取扱所(船舶) 野子町宮の浦埋立地  

屋外タンク貯蔵所 早福町無番地  

給油取扱所(船舶) 早福町無番地  

25 ながさき西海農業協同組合 地下タンク貯蔵所 辻町下鮎川185の3  

一般取扱所 度島町590-1  

給油取扱所 生月町里免字宮田2918-2  

給油取扱所 大島村大字大島前平1720-１1721-1  

地下タンク貯蔵所 田平町福崎免956-1  

一般取扱所 田平町福崎免956-1  

26 (有)山下造船所 屋内貯蔵所 津吉町160 休止 

27 舘浦漁業協同組合 屋外タンク貯蔵所 生月町舘浦早崎  

屋外タンク貯蔵所 生月町舘浦早崎  

給油取扱所(船舶) 生月町舘浦早崎  

屋内貯蔵所 生月町舘浦早崎  

一般取扱所 生月町舘浦早崎  

28 (財)生月船員福祉会館 地下タンク貯蔵所 生月町舘浦107-2 休止 

29 有限会社 藤村商店 給油取扱所 生月町里免水畑3740-4  

30 (有)森石油 屋外貯蔵所 生月町里免字田渕2703  

給油取扱所 生月町里免1679-4  

31 生月漁業協同組合 屋外タンク貯蔵所 生月町壱部浦168-16地先  

給油取扱所(船舶) 生月町壱部浦168-16地先  

32 アオキ石油(有) 給油取扱所 田平町里免241-3  

地下タンク貯蔵所 田平町小手田免八幡崎865-1  

33 九十九島漁業協同組合 給油取扱所(船舶) 田平町野田免埋立地  

屋外タンク貯蔵所 田平町野田免埋立地  

屋外タンク貯蔵所 田平町野田免埋立地  

34 平戸市田平町福祉保健センター 地下タンク貯蔵所 田平町里免字久保田90  

35 医療法人平戸愛恵病院 地下タンク貯蔵所 田平町野田免202  
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36 医療法人青洲会青洲会病院 地下タンク貯蔵所 田平町山内免612-4  

37 平戸急送有限会社 給油取扱所(自家) 田平町下亀免丸米304-1  

38 長崎県立北松農業高等学校 屋内貯蔵所 田平町小手田免54-1  

39 浦添造船所 屋内貯蔵所 田平町野田免埋立地  

40 (有)ニシマイカーセンター 給油取扱所 田平町小手田免1255-1  

給油取扱所 紐差町1400-3  

屋内タンク貯蔵所 紐差町1407-3  

移動タンク貯蔵所 紐差町1400-3  

移動タンク貯蔵所 紐差町1400-3  

移動タンク貯蔵所 紐差町1400-3  

一般取扱所 紐差町1407-3  

41 コメリ 

 

一般取扱所 岩の上町字遊像ヶ岡195-1他  

一般取扱所 田平町里免4-1他  

一般取扱所 紐差町森の木1401-1他  

42 大島漁業協同組合 屋外タンク貯蔵所 大島村大根坂無番地  

給油取扱所(船舶) 大島村大根坂2292-24  

屋外タンク貯蔵所 大島村的山330-14  

43 山川石油(有) 給油取扱所(自家) 大島村的山川内山浦347-1  
  

44 森商事 給油取扱所 川内町933-1  

屋外タンク貯蔵所 川内町字番屋崎 休止 

45 ナフコ平戸店 一般取扱所 山中町736  

46 ダイレックス平戸店 一般取扱所 岩の上町167-1他  

47 全農エネルギー株式会社 給油取扱所 田平町小手田免柚ノ木1048-1  

48 彩木陸運 
屋外タンク貯蔵所 田平町小手田免坊田1153-1  

給油取扱所(自家) 田平町小手田免坊田1153-1  

49 
ホームインプルーブメントひろ

せ 
一般取扱所 岩の上町町1278番地3  
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７ 医療救護関係 

 

７－１ 県災害拠点病院 

 

圏 域 病 院 名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

佐世保県北 
地方独立行政法人 

北松中央病院 
859-6131 佐世保市江迎町赤坂299 0956-65-3101 

 

７－２ 医薬品調達先一覧 

 

名    称 所  在  地 電話番号 

アップル調剤薬局 草積町1167-1 26-3030 

生月調剤薬局 生月町山田免3009-1 53-3111 

石橋調剤薬局 田平町山内免609-8 21-1030 

門谷薬局 浦の町755 23-3547 

木寺薬局 木引田町406-1 22-2058 

きでら調剤薬局 宮の町586-1 21-8181 

北原薬品 舘浦店 生月町舘浦2 53-1712 

北原薬局 壱部浦店 生月町壱部浦149-5 53-0054 

クスリの石橋 田平町山内免315 57-0014 

くすりのまるご 津吉町791-18 27-0059 

すみや薬局 田平店 田平町小手田免945-5 57-3434 

そうごう薬局ミヤノ店 宮の町606 23-3088 

ダイレックス 平戸店 岩の上町167-1 21-8015 

谷口医薬品 田平町荻田免1445-1 57-2030 

田平薬局 田平町山内免413 57-2125 

ドラッグすみや 生月町舘浦136 53-1102 

のぞみ薬局 宮の町585 21-8110 

ひらど中央薬局 草積町1166-1 28-0169 

平戸調剤薬局 浦の町748 23-8221 

ドラッグストアマツモトキヨシ 平戸店 築地町568-1 26-0570 

ドラッグストアコスモス 平戸店 岩の上町392-6 20-0051 

ドラッグストアモリ 平戸店 岩の上町144 29-9090 

かわさき薬局田平店 田平町小手田免951-1 22-7838 
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７－３ 市内医療機関 

 
 

名  称 診  療  科  目 所  在  地 病床数 電 話 ＦＡＸ 

国民健康保険 

平戸市民病院 

内科 外科 小児科 眼科 

放射線科 整形外科 救急科

リハビリテーション科 

草積町1125-12 87 28-1113 28-0800 

医療法人 医理会  

柿添病院 

内科 外科 小児外科 小児

科 整形外科 皮ふ科 循環

器内科 泌尿器科 耳鼻咽喉

科 放射線科 歯科 脳神経

外科 リハビリテーション科 

麻酔科 血液内科 

鏡川町278 111 23-2151 22-5131 

医療法人 光佑会  

北川病院 

内科 外科 胃腸科 小児科 

放射線科 循環器科 整形外

科 リハビリテーション科 

浦の町737 52 22-2344 23-8254 

平戸市立 生月病院 内科 外科 小児科 整形外

科 リハビリテーション科 
生月町山田免2965 52 53-2155 53-3009 

医療法人 愛恵会   

平戸愛恵病院 

精神科 心療内科 
田平町野田免202 120 57-1150 57-1544 

社会医療法人 青洲会  

青洲会病院 

内科 外科 胃腸科 整形外

科 放射線科 脳神経外科 

泌尿器科 リハビリテーショ

ン科 

田平町山内免612-4 183 57-2155 57-2096 

医療法人 裕光会  

谷川病院 

内科  小児科 呼吸器科 

消化器科 循環器科 皮膚科 

リハビリテーション科 

田平町山内免400 54 57-0045 57-2098 

医療法人 くわはら医院 内科 消化器科 整形外科 宮の町581 18 22-2306 22-4572 

幸福堂医院 内科 小児科 リハビリテー

ション科 
辻町184-33 － 27-2603 27-2605 

ごとう耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 戸石川町964 － 22-4377 22-4530 

平戸市国民健康保険   

度島診療所 

内科 外科 
度島町1673 － 25-2014 25-2447 

医療法人医理会 柿添病

院付属中野診療所 

内科 耳鼻咽喉科 
山中町696-3 － 20-4100 20-4101 

平戸市国民健康保険  

大島診療所・大島歯科診

療所 

内科 外科 歯科 

大島村前平1840-1 － 55-2039 21-6602 

平戸市国民健康保険  

大島診療所的山出張所 

内科 外科 
大島村的山川内796-1 － 55-2533  

医療法人社団 流星群 

はたえ眼科 

眼科 田平町山内免460-1 8 
57-0109 57-2097 

医療法人 純健会      

しおざわ内科消化器科 

内科 消化器科  
田平町小手田免946 － 57-2121 57-1525 
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８ 緊急輸送関係 

 

８－１ 緊急物資集積場所 

 

 (1) 防災備蓄・救援物資受援拠点施設 

番号 物資輸送拠点場所 住   所 電 話 地 域 

１ 旧平戸幼稚園 岩の上町1219番地1  全域 

 

 (2) 物資輸送拠点場所 

番号 物資輸送拠点場所 住   所 電 話 地 域 

１ 平戸文化センター 岩の上町1529番地 22-5300 北部地区 

２ 平戸市ふれあいセンター 紐差町678番地1 22-9181 中部地区 

３ 平戸市多目的研修センター 辻町199番地 22-9191 南部地区 

４ 生月町開発総合センター 生月町里免1610番地 22-9207 生月地区 

５ 田平町民センター 田平町山内免270番地1 22-9211 田平地区 

６ 大島村公民館 大島村前平1456番地1 55-2511 大島地区 

７ 度島小中学校 度島町1082 22-9238 度島地区 

 

 

８－２ ヘリポート 

 
 

名   称 地 区 所 在 地 所有者 ＴＥＬ 

土 地 の 状 況 

長さ 幅 
縦断 

勾配 

横断 

勾配 

大島村ヘリポート 大島地区 前平2047-1 

平戸市 0950-22-4111 

50 35 0 0 

生月ヘリポート 生月地区 

里免2174-17 

里免2174-18 

里免2188-1 

24 24 0 0 

度島ヘリポート 平戸地区 度島町2314 44 44 0 0 

津吉ヘリポート 平戸地区 辻町220 52 52 0 0 
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８－３ ヘリコプター場外離着陸場適地一覧 

 
 

 着   陸   場 所  在  地 所有者 管理者（担当課） 

１ 川内峠第３駐車場 川内町287 

平戸市 

観光課 

２ 生月ヘリポート 

生月町里免2174-17 

生月町里免2174-18 

生月町里免2188-1 

総務課 

３ 度島ヘリポート 度島町2314 総務課 

４ 大島村ヘリポート 大島村前平2047-1 総務課 

５ 津吉ヘリポート 辻町220 総務課 

６ 潮見グラウンド 生月町南免4333 生月支所地域振興課 

７ 平戸市総合運動公園 鏡川町944-3 教育委員会 

８ 根獅子海浜公園 大石脇町1502-1 水産課 

９ 飯盛漁港運動公園 度島町635-4地先埋立地 水産課 

10 福良漁港運動公園 野子町2517地先埋立地 水産課 

11 志々伎浦漁港運動公園 志々伎町288-3地先埋立地 水産課 

12 
野子町へき地保育所グラ

ウンド 
野子町2628 福祉課 

13 中瀬草原 田平町大久保免1111-12 都市計画課 

14 平戸中学校 鏡川町42 教育委員会 

15 中野中学校 中野大久保町1096 教育委員会 

16 中部市民運動場 紐差町1108 ふれあいセンター 

17 南部中学校 津吉町241 教育委員会 

18 野子小学校 野子町1955 教育委員会 

19 生月町上場グラウンド 生月町里免2174の第1 教育委員会 

20 田平東小学校 田平町下亀免583 教育委員会 

21 平戸高校 草積町261 長崎県 県教育委員会 

22 田平北小学校グラウンド 田平町小手田免970 

平戸市 

教育委員会 

23 田平南小学校グラウンド 田平町下寺免44 教育委員会 

24 田平中学校グラウンド 田平町荻田免20 教育委員会 

 

※ 緊急事態の場合で、関係者等から離着陸に対する同意が得られれば上記の適地以外にも離着

陸することができる。 
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８－４ 運送業者関係一覧 

 
 

 (1) バス・タクシー業者 

名    称 所 在 地 電 話 番 号 

大川陸運(株) 大山町581番地の2 24-2423 

西肥自動車(株)平戸営業所 大久保町1256-2 22-3171 

中部タクシー 紐差町1081 28-0040 

生月自動車(有) 生月町里免657-3 53-0516 

生月タクシー 生月町里免657-3 53-0516 

マンボウタクシー 田平町深月免221-6 21-1188 

（有）ケイライン 大島村神浦379番地2 22-3336 

 

 (2) 運送業者 

名    称 所 在 地 電 話 番 号 

ケイライン 戸石川町467-1 22-3336 

(株)大川陸運 大山町581-2 24-2421 

(有)平戸急送 大久保町1826 22-2643 

栗山運送 志々伎町1377 27-1245 

ヤマト運輸(株)平戸宅急便センター 山中町688-1 24-2772 

生月貸物(有) 生月町壱部浦211 53-0006 

北松通運(株) 田平町山内免218-1 57-1313 

未来運送 田平町福崎免343-1 57-0411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 □6  ９－１ 平戸市内建設業者一覧  

1224                                   〔平戸防〕 

９ 建設・土木関係 

 

９－１ 平戸市内建設業者一覧     （令和４年度指名願い提出業者・50音順） 

業  者  名  称 住     所 電  話 

綾香工務店 平戸市主師町785番地22 22-7778 

石橋建築 平戸市生月町里免3275番地1 53-3015 

㈲石原機工 平戸市生月町里免3297番地 53-1060 

伊藤組 平戸市西中山町466番地9 27-0310 

㈲井元建設 平戸市大島村神浦174番地 55-2025 

㈲今村建設 平戸市田平町下寺免1194番地6 57-2886 

㈲氏田産業 平戸市猪渡谷町2328番地 27-0856 

㈲浦上工務店 平戸市宝亀町976番地 28-0298 

えんどう建設㈲ 平戸市紐差町1164番地イ 28-0183 

大石建設㈱ 生月支店 平戸市生月町里免2933番地2 53-0043 

㈲大石工務店 平戸市宝亀町1340番地3 28-0566 

大浦大工 平戸市大島村前平2023-3 55-2104 

大川テクノ㈲ 平戸市大山町581番地の2 24-2314 

大坪建設㈱ 平戸市田平町山内免625番地の4 57-0171 

門田建設㈱ 生月本店 平戸市生月町里免1025番地 53-0555 

川久保産業 平戸市戸石川町89番地 22-4128 

㈲川本建設 平戸市田平町小手田免69番地20 22-7311 

㈱九電工 平戸営業所 平戸市戸石川町868番地1 22-3188 

㈲共栄組 平戸市田平町小手田免69番地の20 57-1773 

㈱玄海電設 平戸支店 平戸市田平町小崎免1023番地 57-0907 

㈱恋塚組 平戸市田平町深月免702番地1 57-1850 

㈱小出通信工業 平戸市田平町小手田免283番地4 21-1212 

港祐産業㈲ 平戸市下中野町116-17 22-5400 

采光設備㈲ 平戸市田平町小手田免283-1 22-7101 

坂本鉄工 平戸市明の川内町167番地1 22-2831 

㈲﨑村電業 平戸市田平町里免640番地1 57-2992 

㈲里美建設 平戸市生月町里免1476番地 53-3053 
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㈱三栄プラント建設工業 平戸市田平町下亀免 1065 57-2550 

実勇建設 平戸市宝亀町 1260-4 26-3010 

白石建設㈱ 平戸市戸石川町 480 番地 1 20-0101 

㈱シンコー 平戸市田平町小手田免 511 番地 1 57-0302 

㈲末永建設 平戸市獅子町 1740 番地 1 28-0808 

㈲末吉組 平戸市紐差町 1024 番地 28-1281 

早田建設㈲ 平戸市築地町 525 番地 22-5522 

㈱ダイコウ建設 生月支店 平戸市生月町里免 704 番地 3 53-1225 

大松建設㈲ 平戸市生月町山田免 418 番地 53-1792 

髙増建設㈱ 平戸市木引町 160 番地 22-2729 

㈲田川建設 平戸市度島町 746 番地 25-2317 

瀧下造園 平戸市戸石川町 193 番地 2 23-2645 

立石重機工業㈲ 平戸市生月町里免 3852 番地 3 53-2532 

田中組 平戸市生月町里免 625 番地 53-0253 

㈲田平クリーンサービス 平戸市田平町田代免 65-8 57-3637 

㈲田平プロパン商会 平戸市田平町山内免 421 番地 57-0214 

㈲津吉電工社 平戸市津吉町 791 番地 7 27-1013 

㈲鶴丸設備 平戸市大久保町 1732 番地 4 23-3629 

㈱テラダ 平戸市主師町 172 番地 1 24-2023 

㈲寺田工務店 平戸市山中町 723 番地 3 24-2546 

㈱年徳建設 平戸市田代町 429-2 27-0460 

㈱永田管工設備 平戸市生月町里免 3203 番地 53-3888 

㈱中野ハウジング 平戸市築地町 479 番地 1 22-3128 

中山興産 平戸市岩の上町 493 番地 5 22-4291 

㈱浜崎組 平戸市田平町小手田免 19 番地 50 57-0265 

㈲林建設 平戸市草積町 385 番地 28-0185 

㈱原田総建 平戸市木場町 861 番地 28-1874 

㈱久田組 平戸市下中津良町 395 番地 27-0039 

平戸建設㈱ 平戸市新町 95 番地の 1 22-3138 

平戸鉄工造船㈱ 平戸市鏡川町 1272 番地 22-2115 

平戸電工社 平戸市岩の上町 167 番地 2 22-2903 

平戸緑化土木㈲ 平戸市岩の上町 200 番地３ 22-3883 
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㈲藤村商店 平戸市生月町壱部浦 89-2 53-0266 

増山建設㈱ 平戸市生月町壱部浦 67 番地 1 53-0522 

松石建設㈱ 平戸市生月町里免 777 番地 1 53-0078 

㈲松尾組 平戸市紐差町 488 番地の 7 28-0245 

㈲松尾設備 平戸市岩の上町 187-4 22-3351 

松田産業㈱ 平戸市田平町里免 243 番地 3 57-1710 

松永建設㈲ 平戸市生月町山田免 1540 53-2392 

松本土建 平戸市東中山町 4-4 27-2117 

松山建設 平戸市獅子町 1050 番地 28-1890 

㈲丸田建設 平戸市鏡川町 1845 番地 2 23-2687 

丸田大工 平戸市大島村神浦 231 55-2131 

㈲丸徳産業 平戸市田平町下寺免 181 番地 57-1488 

㈱マルビ産業 平戸市田平町小手田免 19-50 57-0377 

村設備土木 平戸市木ケ津町 1477 番地 28-1458 

村田工務店 平戸市田平町深月免 684-24 57-1060 

㈱元吉組 平戸市生月町里免 749 番地 3 53-0174 

山内造船㈱ 平戸市田助町 110 番地 22-2525 

㈲山川組 平戸市大島村的山川内 411 番地 55-2048 

㈱山川建設 平戸市津吉町 199-1 27-2552 

山組 平戸市大久保町 201-125 23-8566 

㈱山野総合設備 平戸市中野大久保町 67-1 24-2700 

㈲山村造園 平戸市大野町 307 番地 4 23-2081 

吉住建設㈱ 平戸市前津吉町 174 番地 1 27-0206 

吉永建設 平戸市生月町壱部 4824 番地 53-2025 

吉永土木 平戸市下中津良町 640 番地 27-0459 
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〔県防災ヘリコプター出動要請〕 

(様式第1号)

(口頭受理用紙)

電話

(内線) （ ）

年 月 日 時 分

職 氏名

年令 年令

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

派遣を必要とする区域

現地着陸場所

希望する活動内容

その他参考となる事項

必要とする資機材

氏名職所属氏名職所属

搭
乗
者

ﾌﾘｶﾞﾅ

現場指揮者

現場との連絡手段

　時　分

災
害
の
状
況

災害発生日時

災害発生場所

災害名

災
害
発
生
状
況
並
び
に
処
置
状
況

　　年　　件目 災 害 発 生 等 に 伴 う

　　月　　件目 航 空 機 災 害 派 遣 要 請

覚
知

　月　日
機関名 担当者
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(様式第2号) （令和4年7月4日改定）

(口頭受理用紙)

電話

(内線) （ ）

年齢 性別

フリガナ

漢字

年 月 日 時 分

フリガナ

漢字

感染症名 （ ）

搬送元： → 搬送先：

年齢 職種 搭乗 年齢 続柄

フリガナ フリガナ

漢字 漢字

年齢 職種 搭乗 年齢 続柄

フリガナ フリガナ

漢字 漢字

　　年　　件目 救 急 活 動 に 伴 う

　　月　　件目 航 空 機 災 害 派 遣 要 請

受
理

月　日
市町 担当者

時　分

患者が子供の場合
親族
氏名

続柄 年齢

感染症の恐れ

病気発生日時

病気発生場所

病気(事故)名

病気発生状況
並びに

要請理由
※詳細は別紙参照

特記事項

現地病院名 医師名

患
者
の
状
況

住所 氏名 職業

収容病院名 医師名

搬送要請区間

（注）搬送先：長崎医療センターHPは防災ヘリのみ。海自22空群飛行の場合A滑走路に変更します。

搭
乗
者

氏名

付
添
者

氏名

氏名 氏名

補足
事項
等

長崎医療センター資機材：番号記載⇒（　　　　　　　　　　　　　　　　　）・その他（　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）病院資機材：番号記載⇒（　　　　　　　　　　　　　　　　　）・その他（　　　　　　　　）

携
行
資

機
材

なし
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(様式第３号)

年 月 日

長崎県知事　様

印

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

年令 年令

希望する活動内容

災
害
発
生
状
況
並
び
に
処
置
状
況

派遣を必要とする区域

現地着陸場所

その他参考となる事項

搭
乗
者

所属 職 氏名 所属 職

災害発生等に伴う航空機災害派遣要請書

（ 機 関 長 名 ）

下記のとおり航空機の派遣を要請します。

災
害
発
生
状
況
並
び
に
派
遣
を
要
す
る
事
由

災害発生日時

災害発生場所

災害名

覚知

氏名

必要とする資機材
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(様式第４号)

年 月 日

長崎県知事　様

印

年 月 日 時 分

年齢 性別

年 月 日 時 分

搬送元： → 搬送先：

年齢 年齢 続柄

年齢 年齢 続柄

救 急 活 動 に 伴 う 航 空 機 災 害 派 遣 要 請

病気発生日時

職業患者が子供の場合
親族
氏名

続柄 年齢

（ 市 町 長 名 ）

下記のとおり航空機の派遣を要請します。

受理

現地病院名 医師名

収容病院名 医師名

患
者
の
状
況

住所 氏名 職業

病気発生場所

病気(事故)名

病気発生状況
並びに
処置状況

氏名 氏名

搬送要請区間

搭
乗
者

氏名

付
添
者

氏名職種

職種
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〔平戸防〕                                    1531 

(様式第５号)

年 月 日 時 分

死者 負傷者

災害状況報告書

要請機関名 （担当名）

災害発生日時

参考事項

災害発生場所

災害発生概要

活動内容

死傷者数等

搬送先 （受入病院)

ヘリ搭乗人員

要救助者数

現場出動人員

現地飛行時間

 


